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平成２４事業年度実績概要

１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す

るためとるべき措置

(１) 的確な施設の運用と管理

① 安定的な用水の供給

） （ ）１ 安定的な用水の供給 ８頁

平成２４年度は、全国的に年平均気温は平年並みで、年降水量は平年を上回っ

たところが多かった。また、梅雨前線や台風等の影響により、夏の降水量は西日

本太平洋側と沖縄・奄美でかなり多く、西日本の日本海側も含めて度々大雨とな

った。特に梅雨前線の活発な活動により、７月１１日から１４日には「平成２４

年７月九州北部豪雨」が発生し、北部九州では甚大な被害が発生した。

一方、５月頃からは東海及び四国地方が少雨傾向となり、７月頃からは関東甲

、 。信地方が少雨傾向となったため 水機構施設のある各水系では渇水状態となった

このような状況の中、機構は利水者の水利用計画、河川流量、雨量等の水象・気

象情報を的確に把握するとともに、全ての施設についてその機能が確実に発揮で

きるよう定期的な点検や整備を行い、安定的な水供給に努めた。

また、機構は地域の水利用状況を把握し、水利用に関する利水者の計画、要望

のもと中立的な立場で利水者毎の配水量の調整を行い、取水・導水を行った。

さらに地震や第三者事故等災害の発生においても、受水者側での影響を最小化

するべく、関係機関と連携して迅速かつ機動的な対応を行った。

【具体例】

群馬用水では、平成２２年度に群馬県で農作物の高温障害が発生したことを受

けて、土地改良区から本取水口より水温の低い予備取水口から取水ができるよう

要望を受けた。群馬用水の水利使用規則は、本取水口で取水出来ない場合に限っ

て予備取水口から取水できる規則となっていたため、機構はすぐに河川管理者と

、 、水利使用の変更協議を開始し 平成２４年７月に水利使用協議の変更同意を受け

８月に取水規程の変更同意を得たことにより、約４℃水温の低い上流の予備取水

口からの取水が可能となった。

なお、８月末に高温障害情報が発せられたことから、直ちに取水を予備取水口

に切り替え対応し、高温障害の被害を回避した。

※高温障害：稲の生育中に雨が降らず高温な日が続いて、生育不足や米が白く濁って品質が下が

ったりすること。

） （ ）２ 渇水への対応 １６頁

気候変動による利水への影響の検討を行うために、指定７水系の機構が管理す

るダム・堰に関連する流域を対象として流出解析モデルを完成させるとともに、

さらなる流出予測精度向上の検討のために必要な気候モデル等情報の収集を行っ
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た。

渇水対応面では、平成24年度は、利根川・木曽川・豊川・吉野川水系で降水量

が少なく、河川流況の悪化に伴い、利根川水系・矢木沢ダム、奈良俣ダム、下久

保ダム、草木ダム、吉野川水系・早明浦ダム、銅山川３ダムでは、渇水となった

ため、各水系において取水制限が行われたほか、木曽川水系、豊川水系では自主

節水を行った。これらに対して１６事務所（本社、支社局を含む ）で渇水対策。

本部、渇水対策支部を設置し、渇水調整を行うとともに、適時適切な水源情報の

発信、関係機関への周知等を行った。また、下流河川への利水補給や降雨状況に

合わせてダムからの補給量を適宜見直すなどダムの貯留水を可能な限り確保して

効果的な水運用に努める等、国民生活への影響の軽減に努めた。

【具体例】

利根川水系では、奥利根地域の積雪深が平年を上回っていたことなどから、下

久保ダムを除く全てのダムで満水となった。しかし、７月後半からの小雨と猛暑

の影響から、下流の水利用を確保するためにダムからの利水補給量が急激に増加

したため、８月３１日に沼田ダム総合管理所、草木ダム管理所、下久保ダム管理

、 （ ）、所及び本社に渇水対策本部を設置 ９月５日に利根下流総合管理所 霞ヶ浦開発

９月１０日に群馬用水管理所、千葉用水総合管理所、利根導水総合事業所に渇水

対策本部を設置した。この間、８月３１日に渡良瀬川利水者懇談会及び渡良瀬川

水利使用調整連絡協議会、９月７日に第３回利根川水系渇水対策連絡協議会幹事

会が開催され、渡良瀬川では９月１日より、利根川では９月１１日より１０％の

取水制限を開始した。利根川本川における取水制限は、平成１３年以来１１年ぶ

りであった。

利根川水系の降雨状況、ダム貯水量の状況については、利根川の栗橋上流域の

降水量は、８月は平年の約４割、９月も下旬までは平年の３割強と非常に少ない

状況であった。特に８月の降水量は、同地点での観測を開始した昭和２３年から

前年の平成２３年の６４年間で４番目に少ない月であったが、渇水状況に適切に

対応するため、安定的な水利用が出来るよう利水補給を行った。その結果、矢木

沢ダムでは９月４日に最低貯水率４．７％、奈良俣ダムで９月１７日に最低貯水

率３３．８％を記録した。また、利根川の支川である渡良瀬川の藤岡上流域の降

雨水量は、７月は平年の約６割強、８月は平年の２割強であったが、渇水状況に

適切に対応するため、安定的な水利用が出来るよう利水補給をおこなった。その

結果、草木ダムでは９月１９日に最低貯水率２６．２％を記録するなど、国土交

通省が管理するダムを含めた利根川上流８ダムの９月における合計貯水量は、過

去３番目に少ない貯水量（９月１０日０時現在、貯水量１億２，６３１万 、m3

貯水率３７％、平年比５０％）となった。その後、９月２２日から２３日にかけ

ての利根川流域での降雨により河川流況が好転したため、９月２４日より取水制

、 、限が緩和され ９月３０日の台風１７号に伴う降雨により貯水量が回復したため

１０月３日に取水制限が解除となった。
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この間、水資源機構では、下流河川の状況に応じた補給を行うため、河川管理

者と協議・連絡を図りつつ渇水への対応を行い、矢木沢ダムでは本格的に利水補

給を開始した７月２４日から、奈良俣ダムでは８月３日から１０月３日の取水制

限解除までにそれぞれ、約１３，５００万 、約５，１００万ｍ の利水補給m3 3

を、草木ダムでは８月 日から、下久保ダムでは８月３１日から１０月３日まで1

にそれぞれ、２ ２００万ｍ 、２ ７００万ｍ の利水補給を行ったことによっ, 3 , 3

て、取水制限を１０％におさえることができた。

また、矢木沢ダムではテレビ等マスコミへの取材対応として、８月３０日から９

、 、月１０日までにのべ１５回の現地取材等を行い 利水の補給に役立っていること

節水の呼びかけ等行った。さらに、報道機関からの情報提供の依頼に迅速に対応

できるように沼田ダム総合管理所のホームページでは、ダムの貯水量や流入・放

流量等の諸量データをリアルタイムで提供するとともに、ダム貯水池の状況がわ

。 、かるよう定点からの写真を毎日更新して提供した 本社ホームページにおいても

渇水対策連絡協議会等の審議結果や利根川上流８ダムの貯水量の状況を掲載する

とともに、節水に対する呼びかけを行った。草木ダムにおいても、ダム下流に設

置している情報掲示板（６箇所）にダムの貯水率の情報を毎日掲示し、利水者、

一般への周知を行った。

） （ ）３ 水管理情報の発信 ３２頁

利水及び治水機能を有するダム等において、毎日、水管理に関する情報（流入

量、放流量、水位等）をホームページを通じて発信することで、国民及び利水者

に情報提供した。

② 良質な用水の供給

） （ ）１ 水質保全等の取組 ３６頁

機構が管理している全５１施設において、日常的な巡視、定期的な水質調査、

、 、 、水質の自動観測 利水者等からの水質データの入手等により 水質情報を把握し

異常発生時には利水者への速やかな情報提供に努めた。また４１施設で水質情報

をホームページに掲載しエンドユーザーへ情報を提供した。関東管内の施設にお

いては、国が行う水環境の放射性物質モニタリングの実施に協力した。

貯水池等における水質異常の未然防止のために、２２施設において、曝気循環

設備その他の各種水質保全対策設備１４１基を設置しており、これらの水質保全

対策設備の効果的な運用を図るとともに、関係機関とも連携して流域からの負荷

軽減にも努めるなど、水質異常の発生抑制を図った。

一方、こうした水質保全対策設備等により水質異常の未然防止を図っているが、

平成２４年度はアオコや淡水赤潮等の水質異常が２６施設で延べ６１件発生した

（平成２３年度は２３施設で延べ４６件 。水質異常が発生した際には、利水者）
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や関係機関に速やかに情報を提供して連携・調整を図った上で、臨時水質調査等

による状況把握を行い、選択取水設備の運用や拡散防止を目的としたフェンスの

設置等、利水者等への影響を軽減する措置を講じた。

【具体例】

例年、アオコの発生等水質異常が確認されていた浦山ダム、長柄ダム、一庫ダ

ム、布目ダム及び寺内ダムでは、平成２２～２４年度に浅層曝気循環設備を新・

増設又は設備を改造して循環効率を向上させる対策を実施した。これらの設備の

運用により、平成２３年度には、例年、半年程度発生していた水質異常の発生を

１～５ヶ月に短縮することができた。さらに平成２４年度は、長柄ダムを除いた

ダムではアオコが発生しないことを確認できた。

気循環設備増強後のアオコの発生状況

ダム名 平成２３年度 平成２４年度

浦山ダム 大きく減少 発生なし

長柄ダム 減少 減少

一庫ダム 大きく減少 発生なし

布目ダム 発生なし 発生なし

寺内ダム 大きく減少 発生なし

また、利水者等との連携強化を図ることを目的として、水質や水質保全の取組

、 、状況に関する情報の共有 問題発生時に備えた連絡体制等の充実等を図ったほか

水質に関する協議会等の開催や参加を通じて利水者等の機構への要望や意見を把

握するとともに、水質改善に向けて地元関係機関、地元高校生等と連携した取組

を実施した。

平成２４年度は、機構の管理する２９のダム、１９の水路、５の河口堰及び３

、 。 、の湖沼開発において水質管理計画を策定し 運用を開始した 同計画によって

、 、通常時の水質状況の把握 曝気循環設備の運用やフェンスによる水質対策の運用

水質異常発生時の関係機関との連携、水質保全啓発、施設周辺での美化活動等、

的確な水質管理を実施するとともに、適宜、計画を見直し、水質保全対策の一層

の推進を図った。

【具体例】

阿木川ダムでは平成１６年度より地元住民と連携した水質保全の取り組みとし
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て、地元の恵那農業高校生と協力し、ダム湖内で水生植物（空芯菜）の水耕栽実

験を実施している。この活動は水質保全啓発の一環として平成２４年度も継続し

て取り組み、各新聞にも取り上げられており、ダム流域住民の水質保全に関する

意識向上の促進と栄養塩負荷の削減、さらには地域活性化が期待されている。

） （ ）２ 水質保全対策設備の運用技術向上 ４８頁

既設水質保全対策設備の効果を最大限に発揮させるための工夫を行うとともに、

まだ実用化に至っていない新たな水質保全対策技術について、効果把握のための実証

実験等を行った。

【具体例】

ア）坂田調整池（房総導水）は、富栄養化レベルが高いため毎年アオコ障害が発

生しているが、水深が浅いことから曝気循環などの対策が採用できないため、

数十wの出力の超音波（２０～５０kHz）を長時間照射することでアオコのガス

胞を破壊し、アオコ障害を抑制する実証実験を実施した。富栄養化の目安とな

、 。るクロロフィルａの値は例年より低減がみられ ある程度の効果が推察された

イ）高山ダムは、毎年アオコ障害が発生していたため、平成１６年から本格的に

散気管式曝気循環設備を運転した結果、アオコ障害は解消した。しかし、曝気

循環設備の稼働に要するコンプレッサーの運転費用（電気代）が高額であること

から、空気の吐出し口である散気管を４基増設して循環能力の向上を図った。そ

の結果、これまでの循環量を確保しつつコンプレッサーの運転台数を縮減するこ

とができた。

これらの効率的・効果的な水質保全設備の運用を目指した実証実験の結果を

整理して、手引書としてとりまとめた。

） （ ）３ 貯水池等流入負荷の把握に向けた取組 ５４頁

水質改善の実証実験を実施しているダム等を中心に、機構の水質改善への取組

を関係自治体等に説明する機会を設け、これに併せて、流入負荷軽減の必要性へ

の理解と取組みの促進を働きかけた。

、 、また 各施設における流域の行政機関や住民等で構成される協議会等を通して

流域対策を進めるための情報交換等を行うとともに、ホームページや水の週間に

おけるイベント、施設見学者に対してダム貯水池等の水質保全の重要性の説明や

事務所自ら清掃活動を行うなど全ダム等において、流入負荷軽減のための啓発に

取り組んだ。

【具体例】

ア）千葉用水総合管理所では、ホームページにより印旛沼の水質保全のため機構

の取組を紹介するとともに不法投棄防止の啓発を行っている。また、房総導水

路管理所では栗山川及びその支川の水質と環境の保全等を目的とした千葉県、
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関係市町村等で構成される「栗山川汚染防止対策協議会」に参画している。平

成２４年度は、定期的な情報交換を実施するとともに水質保全に関するポスタ

ーの作成を沿川の小中学校に依頼し、優秀作品を配布・掲示し、流域内での水

質保全の啓発を行った。

イ）愛知用水総合管理所では 「クリーンアップ愛知池」と称して、機構職員が、

主体的に、年間を通じて毎月１回（第３土曜日）愛知池周辺の清掃美化活動を

実施している。

また、ホームページにより地域住民への参加呼びかけを行い、流域負荷軽減

や環境保全意識の向上を図った。

） （ ）４ 水質事故等発生時の対応 ５８頁

平成２４年度に水路やダム貯水池等の機構施設やその周辺において発生した、

第三者（工場等の事業者、不法投棄、交通事故による油漏れ等）に起因する油流

出等の水質事故は、５１施設のうち２３施設で２８件発生（平成２３年度は２０

施設３４件）した。機構では、利水者、関係機関等と迅速な連絡調整を図って情

報共有に努めるとともに、オイルフェンス、オイルマット設置等被害防止策を実

施し、水質被害の拡大防止に努めた。

武蔵水路の改築工事においては、平成２３年度に発生した２件の油流出事故を

教訓として 「油を漏らさない 「油を武蔵水路に入れない 「油を荒川に流下、 」、 」、

させない」の３重の対策を講じることとし、各機械・設備及び場内における養生

対策を徹底するとともに、武蔵水路内に油が流出した際の緊急対応について機構

及び施工業者間の連絡・連携体制強化を図った。

平成２４年１２月に、大口径削孔機の油圧ホースの破損に起因する水質事故が

発生したが、あらかじめ各機械・設備及び場内に施していた養生シートや油圧ホ

、 。ースの外側を覆う養生用ホースの効果により 漏油の大半を止めることができた

、 ． （ ） 、なお 養生ホースの端部から０ ０５L程度 ※ の油が武蔵水路へ飛散したが

機構及び施工業者の連携のもと、速やかに武蔵水路内にオイルマットを展張し、

荒川への油流出は認められなかった。

今回の事故を踏まえた更なる再発防止策として、工事用重機の油圧ホースを覆

う養生用ホースについて、油圧ホースからの油流出が目視で確認できるように透

明なホースとし、流出した油を全て養生ホース内に貯め込めるだけの容量を確保

することとした。また、油圧ホース破損時における養生ホース内の急激な圧力上

昇と養生ホース端部からの油の飛散の防止を目的として、養生ホース端部に油吸

着マットを挟み込む対策等を講じることとした。

※油圧ホースから漏れた５Ｌの油のうち、４．４Ｌが養生ホース内に残り、養生

ホースから漏れた０．６Ｌのうち、０．５５Ｌ程度は漏油対策を講じた作業構台

で受け止め、武蔵水路への流出量は０．０５Ｌ程度と推定される。
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） （ ）５ 水質調査結果等の公表 ６６頁

水質年報作成のための基礎資料となる管理施設の水質調査データ等の情報を収

集・整理し 「平成２３年水質年報」として取りまとめ、ホームページ掲載を行、

うとともに、３１１の関係機関等への配布を行うなど、広く情報発信を行った。

また、平成２４年水質年報を作成するために必要なデータの収集・整理を実施

した。

③ 洪水被害の防止又は軽減

） （ ）１ 施設管理規程に基づく洪水対応 ６８頁

平成２４年度は、７月の九州北部豪雨や６月の台風４号、９月の台風１７号の

影響により、全国的に降水量が多かった。機構の特定施設では、４１１回（約１

４．６回／年・施設 、延べ８１５日（約２９日／年・施設）の防災態勢（注意）

態勢、第一・第二警戒体制）を執り、洪水調節機能を持つ２２のダムのうち１６

ダムにおいて、のべ３９回の洪水調節操作を実施（平成２３年度は１５ダム、５

４回）し、下流河川の洪水被害の軽減を図った。

【具体例】

ア）平成２４年９月３０日～１０月１日にかけて、台風１７号の影響で、青蓮

寺ダム流域では流域平均雨量が１９０ 、比奈知ダム流域では流域平均雨mm

量が２２２ を記録した。mm

この降雨により、青蓮寺ダムでは最大流入量５６７ 、比奈知ダムでは毎m3/s

秒３６９ となった。m3/s

この出水において、青蓮寺ダムと比奈知ダムでは、国土交通省淀川ダム統合

管理事務所や関係自治体等と緊密な連携をとりながら、平成２１年台風１８号

の時に実施した操作の経験を活かして、２ダム連携の防災操作を実施し、通常

の防災操作と比較して河川水位を約１３ｃｍ低下（上名張地点）させることと

なり、下流河川の安全性の向上に貢献した。

なお、今回の降雨は三重県名張市の青蓮寺ダム、比奈知ダムでは多くの降雨

が予測されたため上記の連携操作を行ったが、奈良県宇陀市にある室生ダムで

は、多くの降雨が予測されず、規程の防災操作を行っても、名張市にある基準

地点（名張地点）のはん濫危険水位を超過する予測とならなかったため、名張

上流３ダム連携操作の運用ルールに従い、通常の防災操作を行った。

イ）平成２４年７月１１日から１４日にかけて九州北部から本州付近に停滞した

梅雨前線に向かって非常に湿った空気が流れ込み、九州北部を中心に断続的に

非常に激しい雨が降った。 福岡県朝倉市の江川ダム流域においても、１３日

深夜から降り続いた雨は、１４日６時には時間雨量６８ が観測され、７時mm

には小石原川下流域の４４１世帯１，２３７人を対象に朝倉市から避難勧告が
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発令された他、至る所で土石流や土砂崩れが発生した。このような中、江川ダ

ムにおいては洪水とされる流量である６０ を大幅に上回る、管理開始以m3/s

降最大となる約１９６ の流入量を記録した。ダムを管理する両筑平野用m3/s

水総合事業所では、地元朝倉市及び大刀洗町と緊密に放流状況等の情報連絡を

行いながら、洪水調節機能を持っていないにもかかわらず、予備放流水位に至

る空き容量の中で下流水位の急激な変動に配慮しつつ、的確にダムの放流操作

を行った。

この結果、ダムからの最大放流量は最大流入量より３０ 程度少ない約m3/s

１６８ となり、約４５６千 がダムに貯留されることとなり、ダムへm3/s m3

の流入のピークとダムからの放流のピークについて約５０分遅れが生じ下流へ

の影響軽減に貢献した。

ウ）印旛沼開発施設では、印旛沼周辺の農地や市街地等の洪水被害を防止するた

め、洪水時に利根川への自然排水が不可能と判断した場合には、印旛水門を閉

鎖して利根川からの流入を防ぐとともに、印旛機場（最大９２ ｓ）を運転m3/

して、洪水を利根川に排水し、それでも印旛沼の水位が下がらない場合は、さ

らに大和田機場（最大１２０ ｓ）を運転して、花見川を通じて東京湾に排m3/

水する。

平成２４年度は、計２回の出水に対して、印旛機場を運転し、総排出量約３

０，９２１千m3（印旛沼の約２．７ｍの水嵩に相当）の洪水排水を行った。

【その他】

エ）大山ダムにおいては、平成２５年４月からの管理開始に向け、試験湛水を実

施していたところであったが、平成２４年７月１３日から１４日にかけて九州

北部地域に発生した梅雨前線に伴う集中豪雨（九州北部豪雨）により、大山ダ

ムの流域では、総雨量５０２．２mm（流域平均）を記録した。このとき、ダム

への最大流入量は約３２４m3/sに達したが、ダムからは最大流入時に約１４m3

/sの放流にとどめ、ダムの貯水位が一気に３０m程度上昇して洪水のほとんど

を貯留（約８７８万m3）した。これにより、ダム下流にある川平橋地点の河川

水位は、最高で約１．６mとなり、大山ダムがなかった場合の河川水位約３．

８mに比べて約２．２m、またはん濫危険水位（３．２m）より約１．６m低下さ

せる効果があったと推定され、当該地点のはん濫危険水位を約６０cm程度上回

ることとなったものと考えられる。

一方、今回の出水においてダム下流において合流する吾々路（ごごろ）川で

は、堤防が決壊するなどして、床上、床下の浸水被害が発生したが、ダムのあ

る赤石川では浸水被害はなく、下流河川の洪水被害の軽減に大きく貢献した。

） （ ）２ 異常洪水時の操作方法検討 ８０頁
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事前放流の検討にあたって、引き続き検討を進め、二山洪水時の安全性の検討

等、操作が可能となる課題の整理を実施した。

早明浦ダムでは、計画規模を超えるような洪水が発生し緊急時のダム操作 を※１

行うことになっても、ピークカットを行いダムからの最大放流を抑える操作を検

討し、効果と安全性について検討を行った。更に、ただし書き操作要領の変更に

向け、関係機関との協議を行った。

銅山川３ダム（上流から富郷ダム、柳瀬ダム及び新宮ダム）では、富郷ダムが洪

水調節を行ったときの洪水調節容量の使用率の改善による新宮ダムにおける緊急

時のダム操作の削減に配慮した３ダム連携操作を検討し、施設管理規程の見直し

に向けて関係機関と協議を行った。

また、草木ダム管理所において、ダムの計画規模を超えるような「異常洪水」

※２に対して ダム下流の浸水被害を最小限に抑えるための放流方式 特別防災、 （ ）

の演習を行った。

※１ 緊急時のダム操作：計画洪水量を超える洪水が発生し、ダム水位が最高水位（サーチャージ

水位）を越えると予想されるときに行われるダム操作。各ダムの操作規則において操作の対象と

なる条件が通常「ただし、気象、水象その他の状況により特に必要と認める場合」として規定さ

れているため、一般に「ただし書き操作」と呼ばれる。

※２ 異常洪水に対応した放流方式（特別防災 ：計画規模を超えるような大洪水の流入が確実な状）

況において、より効果的な洪水調節を行うため、操作規則等に規定されている計画の洪水調節操

作を変更し、下流の洪水被害を最小限に抑えることを目的とした洪水調節操作を行うこと。

） （ ）３ 関係機関への洪水情報提供 ８８頁

出水時の円滑な対応を図るため、ダムの洪水調節操作等について、河川管理者

や地元市町との打ち合わせを行うなど、関係機関との情報共有化に向けて取組み

を行っている。

市町村が流域住民に対してダムの放流警報の施設を利用して、防災情報を提供

するツールとして活用できる自治体は１６市町村となっており、引き続き関係市

町村へ働きかけを行った。

④ 施設機能の維持保全等

） （ ）１ ストックマネジメントの適切な実施 ９０頁

ダム施設等については、ストックマネジメントを効率的に実施するため、土木

構造物の修復履歴などのデータベースの構築を進めている。具体的には、健全度

の判断に役立てるため、施設の異常発生状況、補修状況やコンクリート劣化診断

等において指摘された設備劣化状況や突発的な異常発生時の調査・補修内容など

についてデータベース化しており、洪水吐きのコンクリートの剥離に関する調査

と対策など現在１０施設の事例が登録されている。

水路等施設については、平成２４年度は、全１２事業所(２０地区)において、

機能診断調査、評価及びライフサイクルコストの算定等を平成２０年度より継続
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して実施した。その結果、機能診断調査を完了し、全施設において施設機能保全

計画を作成した。

機械設備管理指針の改訂に向け、改訂方針を作成した。また、維持管理データ

ベースの改造の仕様を定めた。

電気通信設備の整備水準、維持管理水準及び運用管理業務のフロー等に関する

手引きである「電気通信設備管理指針 （平成２２年度改訂）に基づく設備管理」

を開始した平成２３年度から継続して実施した。

） （ ）２ 施設点検の実施 ９６頁

ダム・水路等施設及びこれらを構成する設備・装置等について、必要な計測・

点検及び維持修繕を実施した。

また全施設について、月１回以上（一部施設の冬期を除く）の安全点検を実施

したほか、２６施設において地域住民と合同で安全点検を実施し、安全柵の一部

破損や見えにくくなった看板など指摘のあった事項について、補修及び改良を行

って施設の安全確保に努めた。

） （ ）３ 機械化・電子化の推進 １００頁

より効率的な施設管理を実施するため、機械化・電子化による監視システム等

の導入を図り、効率的な管理を推進した。

沼田総合管理所では、平成２４年度も引き続き光ケーブルの敷設工事を推進し、

奈良俣ダム区間と沼田総合管理所区間の敷設が完了した。これにより、矢木沢ダ

ム・奈良俣ダム管理所と沼田総合管理所が光ケーブルで接続されたことから大容

量の通信回線が確保され、過年度に設置されたＷｅｂカメラを利用し、冬期及び

休日夜間の地震発生時等に、沼田総合管理所において両ダムの主要設備の簡易的

な点検による速やかな情報収集が可能となった。

長良川河口堰管理所では、平成２３年度から管理所からの遠隔操作により通船

ゲート操作室の無人化を行う試験運用を開始した。これに伴い、堰を通過する操

、 、船者自身が安全確認をしやすくすることの必要性が生じたため 平成２４年度は

夜間でも操船者自身から位置をよく確認できるように遮断機への点滅灯設置、操

船者にゲート通過の可否がわかるように信号機を追加し安全性の向上を図った。

これら２ダム及び長良川河口堰での試行・運用により得られた成果について取り

まとめを行った。

また、大山ダムでは効率的な施設管理を行うため、筑後川局にて放流設備の遠

隔監視、ダム諸量や設備状況を迅速に把握できるよう施設整備を行い運用を開始

した。千葉用水総合管理所の房総導水路管理所では、巡視の補助のため監視カメ

ラの増設を行ったほか、愛知用水総合管理所では設備の状態監視を行うため、除

塵機や揚水機場に監視カメラを設置した。

） （ ）４ 管理所施設等の耐震化 １０４頁
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機構の各管理施設においては、耐震化計画を策定し管理所等の建物の耐震化診

断を行い、判定結果を基に耐震安全度の低い施設から耐震化工事を行うこととし

ている。

平成２４年度には、木曽岬機場（木曽川用水）の耐震照査を行い、耐震補強が

不要であることを確認した。その結果、平成２４年度末時点で、耐震性能を高め

（ ） 。た施設の割合は８８％ ５０施設／５７施設・平成２３年度は８６％ となった

また、管理所施設等における構造体の耐震化の取組みを踏まえ、耐震補強など

の耐震化手法を取りまとめた。

） （ ）５ 災害復旧工事の実施 １０８頁

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した８施設

（利根川河口堰、霞ヶ浦開発、霞ヶ浦用水、印旛沼開発、成田用水、北総東部用

水、東総用水、房総導水路）において、用水路や湖岸堤の被災に対し、平成２３

年度から継続して災害復旧工事を実施し全ての工事を完了させた。

また、三重用水において、平成２４年９月１４～１９日の降雨（累計雨量６１

５㎜、時間最大雨量８３㎜）及び出水により取水施設の土砂埋没、護岸ブロック

流亡等の被害が発生したため、復旧工事を実施した。

） （ ）６ 附帯業務及び委託発電業務 １１４頁

。 、機構の１８施設において発電事業者からの委託に基づく発電を実施した また

施設管理、環境整備等に関して、国土交通省、県、土地改良区及び電力会社等か

ら２５件の施設管理に附帯する業務の委託を受け、的確な管理を行った。

(２) リスクへの的確な対応

（ ）① リスク管理体制の整備 １２０頁

平成２４年４月及び 月の北朝鮮からのロケット等打ち上げの発表を受け、12

水資源機構防災業務計画第５編に規定する「第三者に起因する大規模な事故災害

対策」に基づく防災態勢を敷き、機構として不測の事態に備える態勢を執り、リ

スクへの的確な対応を行った。

② 異常渇水、大規模地震等に備えた対策の強化

） （ ）１ 耐震性能の強化 １２２頁

近年、大規模な地震動が各地で観測されたため、将来にわたって想定される最

大級の強さを持つ地震動に対して 「大規模地震に対するダム耐震性能照査指針、

（案 」の最新の知見に基づきダムの耐震性能照査を行った。平成２４年度は、）

管理ダム２２ダムにおいて想定される地震動の検討を行うとともに、ダム本体の

耐震性照査を一部のダムにおいて着手した。

さらに、大規模地震に対するダムの耐震照査技術の向上の検討を進めた。
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用水路等施設では、施設の耐震性能の向上を図り、安全性に係る信頼を高める

ために 大規模地震に対する耐震補強等を平成２３年度に引き続き３水路施設 豊、 （

川用水（二期 、木曽川用水、福岡導水）で実施した。このうち福岡導水では東）

北地方太平洋沖地震での被災事例を踏まえ管水路の液状化対策を実施し、施設の

安全性向上を図り、事業完了した。

） （ ）２ 危機管理対策の強化 １２４頁

地震後の通水機能の早期確保と被害軽減に対する取り組みとして、平成２４年

度までに関東、中部、九州の３ブロック 事務所に仮設送水等を行うための可10

搬式ポンプ設備及び鋼管等の備蓄資機材の配備を完了した。その際、東日本大震

災による被災対応やユーザー等からの意見を踏まえ、輸送リスク（道路渋滞・寸

断、燃料不足）の軽減や大小様々な被災場所・規模での対応を可能とするため、

一部のポンプ車を小型のパッケージ型ポンプに変更し、各ブロックで複数事務所

に分散配備できるよう工夫を行った。

水資源機構では、従前より機構施設の供給エリアにおいて、渇水や施設の被災

等により供給不可能となった場合に備え可搬式海水淡水化装置を保有して、運用

訓練等を実施してきた。平成２４年度は、東北地方太平洋沖地震により水道水の

供給ができなくなった宮城県女川町江島において、可搬式海水淡水化装置による

給水支援を平成２３年９月から実施しており、島内の水道用水が復旧した平成２

５年３月まで、毎日の運転データ監視や月 回定期的なメンテナンス、装置のデ1

ータ異常が確認された場合や機器故障等のトラブルが発生した際には、即座に現

地に出向き復旧を行うなど、島内の生活用水安定供給のための支援を行った。

また、平成２４年７月には、茨城県桜川市（平成２３年３月 、宮城県女川町）

の給水支援活動に対し 「東日本大震災に際し、種々の困難を克服して、被災地、

域の復旧、被災住民の救助活動等を行い、地域住民の生活と社会基盤の安定に功

績のあった者」として国土交通大臣より感謝状を授与された。

③ 大規模災害等への対応と日常の訓練

） （ ） （ ）１ 業務継続計画 BCP の作成 １３０頁

平成２４年度は、平成２３年度の水資源機構としての業務継続計画（大規模地

震編）及び本社業務継続計画（大規模地震編）の策定、見直しを踏まえ、計画し

ている全３５事務所において業務継続計画（大規模地震編）を見直し策定した。

２）危機的状況への的確な対応 （１３２頁）

平成２４年度には、機構が管理する施設において安全点検を行う必要がある地

震（震度４以上またはダム基礎地盤において２５ｇａｌ以上）が計１３回（平成

２３年度４３回）発生した。また、地震時と同様に、安全点検を行う必要が じ生

た津波（気象庁より津波注意報が発令）が計２回発生した。
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これらの地震等が発生した際には、早朝・夜間・休日を問わず速やかに防災態

勢を執り、地震時は１５施設において延べ５３回（平成２３年度１４６回）に及

ぶ臨時点検を行い、施設の安全確認を行った。

台風及び前線の影響により防災態勢を執り 洪水調節を延べ３９回実施した 平、 （

成２３年度５４回 。いずれも的確な対応により、洪水被害の軽減に貢献した。）

平成２４年度は、２３施設で２８件の水質事故が発生したが、利水者、関係機関

等と迅速な連絡調整を図るとともに、取水停止、取水位置の変更、オイルフェン

ス等の設置により被害拡大の防止に努めた。

（ ） 、５月に利根川水系で発生したヘキサメチレンテトラミン 流出によりHMT

各地の浄水場においてホルムアルデヒドが検出された事案では、千葉県内におい

て約３６万戸が断水となるなど広範囲に影響が及んだ。５月１７日に埼玉県行田

浄水場で水道水質基準値（０．０８ ）以上のホルムアルデヒドが検出（０．mg/l

１６８ ）され、５月１８日に埼玉県企業局からの要請により、利根導水で行mg/l

田浄水場に係る取水停止操作（１９日５時～送水を再開）を行った。また利水者

への影響を考慮して、河川管理者と連携し、下久保ダムと矢木沢ダムからの緊急

放流を行い、さらに利根川から荒川へ導水している武蔵水路の通水を停止（１９

日０時～２４日１５時）した。これらの措置により原因物質の希釈と流下促進が

、 。なされ 利根川・荒川水系内における水質被害の拡大防止と早期回復に寄与した

また、武蔵水路の通水停止に伴う荒川への導水量の減少分は、東京都朝霞浄水場

や埼玉県大久保浄水場への水供給等に影響が生じないよう、滝沢ダムと浦山ダム

からの放流等で代替して対応した。

） （ ）３ 武力攻撃事態等への対応 １３６頁

平成２４年４月及び１２月の北朝鮮からのロケット等打ち上げの発表を受け、

水資源機構防災業務計画第５編に規定する「第三者に起因する大規模な事故災害

対策」に基づく防災態勢を敷き、機構として不測の事態に備える態勢を執り、リ

スクへの的確な対応を行った （再掲）。

） （ ）４ 日常の訓練 １４０頁

国等と連携した主な訓練として、５月の洪水対応演習、９月の地震防災訓練、

１月の危機管理対応訓練を実施した。

洪水対応演習は、梅雨、台風等の出水に備え、ダム放流時の危害防止の措置（関

係機関への通知、放流警報等の一般への周知）及びダムの洪水調節操作を的確に

行うため、昨年度に引き続き、５月に河川管理者と連携した「洪水対応演習」を

全ダムで実施した。

平成２４年度は、各ダムで落雷等による電力供給の寸断など、ゲート操作等に

係る不測の事態を想定した演習を実施した。

地震防災訓練は、管内ごとに重点事務所を設定（従来は関東管内２事務所を重
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点事務所に設定 し 本社との対応訓練とするなど 全事務所共通のテーマに 東） 、 、 「

日本大震災を踏まえた被災対応力の向上を図る。用水の安定的な供給の確保を目

的とした業務継続計画対応の実効性を高める 」を掲げて、首都直下地震及び東。

海・東南海・南海地震等の発生を想定した、施設の臨時点検や被災施設の応急措

置・復旧等を実施した。また、機構施設の被災に起因する第三者被害を想定した

被災対応訓練を実施し、危機的状況において的確な防災対応ができるよう万全を

期した。

危機管理対応訓練は、非常参集訓練、安否確認訓練、NTTドコモの「災害対策

への取り組み」の講演を実施した。

さらに、個別に各事務所において、情報伝達訓練、施設操作訓練及び水質事故

対策訓練等を実施した。施設操作訓練では、非常時に全ての職員が設備の点検操

、 。作を不安なく実施できるよう ゲート及び予備発電機等の点検操作訓練を行った

その他、エレベータ停止時の対応訓練及び関係機関と共同の情報伝達訓練や水

質事故対策訓練等を実施した。これらの訓練により、いかなる危機的状況におい

ても被害を最小限に抑えるよう職員が適切な行動をし、施設の操作が確実に行う

ことができるような体制作りに努めた。

(３) 計画的で的確な施設の整備

※ 計画では「新築事業」と「改築事業」の区分で、

● ダム及び水路の７施設の新築事業

● ダム及び水路の４施設の改築事業

と記載しているが、実績評価においては「ダム等 「用水路等」でそれぞれ区分」、

して評価を行うため、

● ダムの新築・改築事業 ７事業

● 水路の新築・改築事業 ４事業

に分類し、別表２及び別表３の記載順にて記載した。

①② 新築・改築事業（ダム等事業）

） （ ）１ 新築・改築事業の実施 １５０・１６２頁

ダム等事業については、年度計画に基づき計画的に進捗を図ってきたところで

あるが、平成２１年１２月２５日、国土交通省から「新たな基準に沿った検証の

対象とするダム事業を選定する考え方について」が発表され、機構事業も以下の

ように区分された。

● 事業を継続して進めるもの・・滝沢ダム建設事業、大山ダム建設事業、武蔵

水路改築事業

● 検証の対象とするもの・・・・思川開発事業、木曽川水系連絡導水路事業、
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川上ダム建設事業、丹生ダム建設事業、小石

原川ダム建設事業

その後、国土交通省に設置された「今後の治水対策のあり方に関する有識者会

議」によって平成２２年９月２７日に「中間とりまとめ」が示され、９月２８日

には国土交通大臣から水資源機構理事長に対し、ダム事業の検証に係る検討を進

めるよう指示があり、同日付の「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施

要領細目」により具体の検討方法が示された。

平成２４年度は、検証の対象となっているダム等事業について、引き続き、各

地方整備局と共同して検証に係る検討を進めてきた。このうち、小石原川ダムに

ついては、平成２４年１２月６日に国土交通省により「継続」との対応方針が決

定された。

また、平成２３年７月に施行された「水道施設整備事業の評価実施要領」及び

「水道施設整備費国庫補助事業評価実施細目」に基づいて、小石原川ダム建設事

業の水道事業に係る再評価を実施した。

○ 大山ダム建設事業

大山ダムについては、事業実施計画第1回計画変更（平成12年1月）において、

その時点までに得られた地質データに基づき一種類の岩盤分類基準を用いた標準

的な手法により岩盤評価を行いダム基礎の掘削深さを設定していた。しかしなが

ら、ダム基礎の掘削深さを浅くすることは、ダム堤体コンクリート量、ダム基礎

掘削量、原石山掘削量の減少につながり、事業費を縮減する大きな要素であるこ

とから、詳細な地質調査を行い掘削深さに関する検討を進めることとした。

この地質調査を進める過程で、大山ダムの基礎が複雑な構造となっており、岩盤

性状の全く異なる安山岩と自破砕安山岩の二種類の岩盤からなることが判明した

ことから、従来の一種類の岩盤分類基準を、各々の岩盤の特性を適切に反映した

。 、 、二種類の基準に見直して掘削深さの再検討を行った また 施工段階においては

地質に精通した職員を基礎掘削工事現場に配置し、当該岩盤分類基準に基づく岩

盤判定を厳密に行い、過大な掘削線とならないよう基礎掘削線の適正な管理を行

うとともに、FEM（有限要素法）による解析を適宜実施し、堤体及び岩盤の応力

状態に問題がないことを確認しながら施工を行った。

その結果、ダム基礎の掘削深さを浅くすることが可能となり、大幅なコストと

なった。

これらの取り組みにより、大山ダム建設事業の総事業費は、事業実施計画第1

回計画変更（平成12年1月）時点から約３４０億円縮減され、事業実施計画最終

変更時の事業費は約１，０６０億円となった。

、 、 、また 大山ダム本体建設工事の発注にあたっては 民間技術力活用の視点から

ダム建設事業として我が国初となる「高度技術提案型総合評価落札方式」を採用

し、民間の技術提案を積極的に取り入れることとした。技術提案においては、ダ
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ム本体のコンクリート打設における主運搬設備である固定式ケーブルクレーンに

ついて、より大きな能力を有するクレーンの利用、原石山掘削・骨材製造にあた

り、より運搬距離が短くなる場所への骨材製造設備の設置、集落から離れた場所

での工事用道路の造成等の施工計画が提案された。これらは、標準案に比べて、

本体コンクリート打設工程の大幅な短縮（約 ヶ月）が可能になるとともに、工8

事区域周辺の集落に対する騒音や振動などが大幅に低減される技術提案であり、

より優れた提案として採用することとした。

実工程においては、工程の短縮とともに、仮排水路トンネル閉塞の新工法採用

等により試験湛水開始を約５ヶ月前倒しした。これらの取り組みによって、平成

２４年１２月２１日に試験湛水を完了させることができた。なお、これらの工期

短縮等の取り組みがなければ、試験湛水開始時期は早くとも平成２３年１０月以

降になったものと考えられ、ダム貯水池への実流入量をもとに試験湛水シミュレ

ーションを実施したところ、事業工期末の平成２５年３月末までに、試験湛水を

終了することができなかったと推定される。

また、試験湛水開始の前倒しにより最低貯水位付近の貯水位状況で九州北部豪

雨をむかえたことから、洪水のほとんどを貯留し、下流河川の洪水被害の軽減に

貢献した。

また、平成２５年３月１２日には 「独立行政法人通則法（平成１１年法律第、

１０３号）第６４条」ならびに「特定施設に係る事業の実施について（平成１５

年１０月１日国土交通省河川局長通知 」に基づく完成検査を受け、同月２２日）

には「大山ダム施設管理規程」が国土交通大臣から認可され、予定通り平成２５

年４月から管理に移行することができた。

○ 思川開発事業（転流工段階）

既に着手している生活再建に関わる付替県道工事等を継続して実施し、主に７

、 、 。号橋の進捗を図るとともに １号トンネルおよび杓子沢５ ６工区を完成させた

（ ． ） 。平成２４年度末時点における付替県道 約６ ４ｋｍ の進捗率は６３％である

なお 「思川開発事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の第３回幹事会、

を平成２４年６月２９日に開催した。

○ 武蔵水路改築事業

平成２４年度は、既に着手している「武蔵水路上流部改築工事（約１．５ｋｍ

区間 「武蔵水路中流部改築工事（約９．８ｋｍ区間 「武蔵水路下流部改築）」、 ）」、

工事（約２．５ｋｍ区間 」及び「糠田排水機場ポンプ設備改修工事」の進捗を）

図るとともに 糠田樋管ゲート設備工事 星川水門ゲート設備工事 並びに 星、「 」「 」 「

川水門工事」に着手した。

なお、自然由来の鉛とヒ素の溶出量が基準不適合となった武蔵水路中流部改築

区域の一部土壌について、平成２４年４月２０日、土壌汚染対策法第１４工事
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条（区域指定）の申請を行い、平成２４年６月２２日に埼玉県より区域指定の告

示がなされたことを受けて、工事再開に当たっては、法に基づく届出を行い、汚

染土壌を適切に処理しつつ当該工区の工事を実施した。

○ 木曽川水系連絡導水路事業（調査段階）

継続的な調査を必要とする環境調査等を実施した。

○ 川上ダム建設事業（転流工段階）

既に着手している生活再建に関わる付替県道工事等を継続して実施し、主に北

野トンネルと猿また橋の工事進捗を図った。付替県道青山美杉線（全線約３．９

ｋｍ）の進捗率は、平成２４年度末時点で８５％である。

なお 「川上ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の第５回幹、

事会を平成２５年３月１日に開催した。

○ 丹生ダム建設事業（生活再建段階）

淀川水系における水資源開発基本計画及び淀川水系河川整備計画に基づき、丹

生ダム建設事業に係わる諸調査を実施した。

なお 「丹生ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場」の第３回、

幹事会を平成２５年３月２６日に開催した。

○ 小石原川ダム建設事業（生活再建段階）

既に着手している生活再建に関わる付替国道工事等を継続して実施し、付替国

道１０工区（約３７２ｍ区間）及び同５号橋（橋長約４７ｍ）を完成させた。付

替国道及び付替林道（約１２．５ｋｍ）の進捗率は、平成２４年度末時点で６％

である。

小石原川ダムについては、平成２４年１２月６日に国土交通省により「継続」

との対応方針が決定された。

①② 新築・改築事業（用水路等事業）

） （ ）１ 新築・改築事業の実施 １５０・１６２頁

用水路等事業については、４事業について計画的に事業の進捗を図った。

○ 福岡導水事業

耐震機能強化を目的に８箇所の可とう管取替工事を実施した。

、 、 、これにより 全３８カ所の可とう管取替工事を完了し 施設の安全性向上を図り

予定通り平成２４年度に事業完了した。

○ 豊川用水二期事業

大規模地震対策として幹線水路改築工事（約２．５km 、併設水路工事（約７．）

石綿管除去対策として支線水路改築工事（約５８．７ｋｍ）を実施し９ｋｍ 、）
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た。

○ 木曽川右岸施設緊急改築事業

（ ． ） 。老朽化対策として左岸幹線水路のＰＣ管改築工事 約１ ４ｋｍ を実施した

また、幹支線水路の改築工事（約２．７ｋｍ）を実施した。

○ 両筑平野用水二期事業

幹支線水路改築工事のうち、開水路改築工事（約０．６km）及び分水工改築工事

を実施した。

） （ ） （ ）①２ 施設の長寿命化への取組 堆砂対策の代替容量確保 １６０頁

淀川河川整備基本方針において「河川管理施設の機能を確保するため、ライフ

サイクルコストの縮減を念頭に、既存施設の有効利用及び長寿命化のための効率

的な対策を実施する とされ 河川整備計画において 木津川上流のダム群 高。」 、 、「 （

山ダム、青蓮寺ダム、布目ダム、比奈知ダム）におけるライフサイクルコスト低

減の観点から、既設ダムの水位を低下して効率的な堆砂除去を実施するための代

替容量として、必要な容量を川上ダムに確保する 」とされた。。

また、平成２１年４月には、淀川水系における水資源開発基本計画（フルプラ

ン）の変更を踏まえ、平成２３年２月に川上ダム建設事業の事業実施計画を変更

し、上記内容を「既設ダムの堆砂除去のための代替補給」として事業の目的に位

置づけた。さらに同月には「木津川ダム群土砂管理懇談会」を開催し、今後の検

討の進め方について審議を行った。

平成２４年度は、現段階を継続するとともに、ダム事業の検証に係る検討を進

めた。

②２） ストックマネジメントに伴う施設改築 （１６８頁）

福岡導水事業、木曽川右岸施設緊急改築事業、豊川用水二期事業及び両筑平野

用水二期事業について、ストックマネジメントに基づく計画的な施設改築を図っ

た。

(４) 環境の保全

① 自然環境の保全

１）建設事業における自然環境保全の取組 （１７６頁）

新築及び改築事業のうち９事業（思川開発、武蔵水路改築、木曽川水系連絡導

水路、川上ダム、丹生ダム、大山ダム、小石原川ダム、豊川用水二期及び両筑平

） 、 、 、 、野用水二期 では 動植物 生態系 水質及び景観等自然環境の保全を図るため

自然環境調査や環境影響予測を実施し、このうち６事業（思川開発、武蔵水路改

築、川上ダム、大山ダム、小石原川ダム及び豊川用水二期）においては、影響を

回避、低減及び代償するための環境保全対策を講じた。

また、７事業（思川開発、川上ダム、丹生ダム、大山ダム、小石原川ダム、
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豊川用水二期及び両筑平野用水二期）の他、武蔵水路改築においても、モニタリ

ング調査を実施し、その対策の効果を検証しているところである。

さらに、３事業（思川開発、川上ダム及び小石原川ダム）においては、環境巡

視などにより現況を把握し 必要に応じて改善対策等を講じた また ３事業 思、 。 、 （

川開発、川上ダム及び大山ダム）の他、小石原川ダムにおいても、工事関係者と

一体となって環境保全に取り組むため、環境保全協議会を定期的に開催するとと

もに、工事ごとに環境保全管理担当者を配置することにより、環境保全に関する

（ 、 、 、 ）対応 工事現場内巡視 作業規制 現場立ち入り規制 環境保全に関する教育等

の周知徹底を図った。

【具体例】

ア）思川開発事業では、希少猛禽類であるオオタカの保全対策の一つとして、これ

までに事業実施区域周辺に、専門家の指導を得ながら１５巣の代替巣を設置して

いる。平成２４年度も、平成２２年度に引き続き、代替巣のうち１巣で繁殖に成

功した。

イ）川上ダム建設事業では、専門家の指導や助言をいただきながら、オオサンショ

ウウオの保全対策を検討している。

平成２４年度も、堰などの河川を横断する構造物の移動経路として、これまで

に試験的に設置していたオオサンショウウオ道や人工巣穴の効果について調査を

行った。その結果、過年度とタイプの異なるブロック積みを用いたオオサンショ

ウウオ道においても上流へ遡上している様子が初めて確認され、また、人工巣穴

については、産卵期前にオオサンショウウオが入りやすいように巣穴入口を広げ

る工夫を行った結果、人工巣穴において初めて産卵に成功し、これらの保全対策

の有効性が、現地試験において確認された。

ウ）豊川用水二期事業では、初立池耐震補強他工事にあたって、工事着手前の平成

２３年度～２４年度に工事予定区域及びその周辺において自然環境調査を実施し

た。その結果、重要な動植物の生育・生息が確認されたことから、本工事におけ

る環境影響予測を実施し、保全対策を検討した。

保全対策としては、重要な動植物の生育・生息環境を保全するため、改変区域

の変更及び立入制限の措置を講じることとし、改変が避けられない区域に生育す

る植物については、移植を行うこととした。

なお、自然環境調査及び保全対策については、初立池耐震補強他工事に係る自

然環境保全検討委員会の指導・助言を得ながら実施している。

） （ ）２ 管理業務における自然環境保全の取組 １８２頁

１５施設において、魚類の遡上調査、下流河川の環境調査等を実施した。

下流河川への「土砂還元 」については、９ダム（下久保ダム、浦山ダム、滝※１

、 、 、 、 、 、 ）沢ダム 阿木川ダム 一庫ダム 室生ダム 青蓮寺ダム 布目ダム 比奈知ダム
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で実施し、このうちの７ダム（下久保ダム、浦山ダム、阿木川ダム、一庫ダム、

室生ダム 青蓮寺ダム 比奈知ダム で土砂の流下を確認した これにより 付、 、 ） 。 、「

着藻類の剥離 「粗粒化の改善 「生物生息環境の改善」の効果が得られた。」、 」、

また、魚類の餌となる藻類の更新を促進させるなどの目的で、洪水期に向けて

（制限水位まで）ダムの貯水位を低下させる時期に合わせてダム放流量を一時的

に増やすフラッシュ放流 を７ダム（下久保ダム、浦山ダム、高山ダム、室生※２

ダム、青蓮寺ダム、比奈知ダム、一庫ダム）で実施した。

なお、霞ヶ浦開発で浚渫土を活用し前浜の復元を試行的に実施しているが、平

成２４年度は、東北地方太平洋沖地震により湖岸堤が被災したため実施すること

ができなかった。

※１ 土砂還元・・・河川にダムができると貯水池に土砂が溜まるため、ダム下流河川内に運搬、

置き土し、ダムからの放流水によって下流河川へ流下させる取組。

※２ フラッシュ放流・・・ダムが建設されてダム下流の河川流況が平滑化されるため、人工的に

流量変動を加える放流を行うこと。

② 温室効果ガスの排出削減 （１８４頁）

小水力発電については、霞ヶ浦用水小貝川発電所を平成２３年５月から運用を
こ か い が わ

行っており、平成２４年度は、７４９ＭＷｈを発電し、このうち施設管理用の電

力として３４ＭＷｈを使用したことにより温室効果ガス１６ｔ－ＣＯ の排出を２

削減した。さらに、余剰電力７１５ＭＷｈについては、電力会社へ売電したこと

で温室効果ガス３３２ｔ－ＣＯ の排出の削減に寄与した。２

室生ダム初瀬水路取水塔地点の小水力発電は、詳細設計を実施し、建設着手に着
む ろ う は せ

手した（平成２５年度完成予定 。）

また、豊川用水大島ダム及び三重用水中里ダム地点で詳細設計を実施した。

このほか、有望箇所の導入可否検討の見直しに着手するとともに、豊川用水（宇

連ダム放流設備）で導入に向けた実施設計を行った。

今後の導入計画としては、これまでの検討において、費用対効果が確保できる可

能性のある施設について、次期中期目標期間に設置が行えるよう、より詳細な検

討や関係機関との調整を行っていく予定である。

、 、太陽光発電については 愛知用水東郷調整池において長期運用にかかる耐久性

安定性の確認のための実証実験及び解析を完了させた。

また、当該太陽光発電設備を有効活用し、温室効果ガス削減対策や緊急時の非

常用電源として活用することを目的として、愛知用水及び木曽川用水において太

陽光発電設備設置に着手し、平成２５年度からの運用を予定している。

このほか、房総導水路東金ダム、群馬用水の管理所及び西部揚水機場において

詳細設計を実施した。

風力発電については、小規模発電設備設置の可能性を探るため、管理所におけ

る風力・風向データを収集した。また、最近の風力発電に関する情勢を踏まえ、

過年度に実施した豊川用水（万場調整池）の費用対効果の再検証を実施した。
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阿木川ダムをはじめ、管理用発電設備を有するダム（阿木川ダム、室生ダム、布

目ダム、比奈知ダム、一庫ダム、日吉ダム及び東郷調整池（愛知用水 ）では、）

最大限の発電量を確保するため、ダムの水位を低下させる場合は、発電設備の最

大放流量の制約下で可能な限り発電設備を通して放流するように努めた。管理用

発電設備により３６，１０７ＭＷｈを発電し、このうち施設管理用の電力として

４，７４６ＭＷｈを使用し、余剰電力３１，３６１ＭＷｈについては、電力会社

への売電を行った。さらに、大山ダム建設事業においては、試験湛水中の平成２

３年１１月より管理用発電設備の試験運用を実施しており、平成２４年度は２，

２２４ＭＷｈ（うち、ダム管理用使用３２５ＭＷｈ、余剰電力売電１，８９９Ｍ

Ｗｈ）を発電した。これらの管理用発電設備の運用により、施設管理用の電力の

使用量を減らしたことで、温室効果ガス２，４５３ｔ－ＣＯ の排出の削減、余２

剰電力を売電したことで１６，２７０ｔ－ＣＯ の排出の削減に寄与した。２

「 （ 「 」 。）」独立行政法人水資源機構地球温暖化対策実行計画 以下 実行計画 という

に基づき、温室効果ガスの排出抑制等をより一層推進していくため、社内ＬＡＮ

を使って、これまでの事業所毎の温室効果ガス排出量実績を掲示し、その取組を

促した。また、内部研修で職員の意識高揚を図るとともに、環境マネジメントシ

ステムを運用して電気使用量の省力化に努めた。

平成２４年度における全ての事業活動に伴う温室効果ガス排出量は９８，１１

９ｔ-ＣＯ （実行計画策定時の排出係数を用いて算出）であり、実行計画に２※

おいて温室効果ガスの排出の抑制目標の基準年度としている平成１３年度に比べ

て、４，８４２ｔ-ＣＯ （４．７％）減少し、削減目標値（平成２４年度まで２

に１，６５０ｔ-ＣＯ 以上削減）を達成することができた。２

※ 地球温暖化対策実行計画策定時（平成20年８月）に用いた排出係数0.555ｋｇ－ＣＯ ／ｋＷ２

ｈ等で算出した。なお、平成21年度からの報告義務に則って電気事業者ごとに公表されている

排出係数を用いて算出すれば、平成24年度の温室効果ガス排出量は87,044ｔ-ＣＯ となる。２

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法

律に基づき、電気の供給を受ける契約については、原則、環境への負荷の低減に

関する取り組み状況等の基準を満足する者による一般競争入札とした。

また、使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入等に係る契約（当面は

自動車の購入及び賃貸借に係る契約が対象）については、平成２２年７月から実

施している。

、 、平成２４年度の中部地方においては 夏場の深刻な電力不足が予想されたため

中部電力(株)から徳山ダム管理所に対し発電量増電に係る放流量増量の協力要請

が平成２４年 月１７日になされた。これに対し徳山ダムでは、中部電力(株)が7

施工する徳山水力発電所工事のために、１０月初旬から１０月下旬までの間にダ

ム貯水位を低下する予定であったが、この貯水位低下時期を夏場の電力需要ピー

ク期間である８月１日～３１日（１０時～１７時）に前倒しすることで、発電量
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を増加させることとした。このことで、河川管理者、自治体、漁協等の河川利用

者との調整を中部支社及び徳山ダム管理所が中心となって行い、平成２４年７月

３０日に増電に繋がる前倒しの放流について関係者間で合意に達した。

この放流の結果、徳山ダム下流にある４つの水力発電所において当該期間中に

日あたり平均１０，０３２ の電力を増電した。これは、一般家庭約３千３百Kw

世帯分※）に相当するものであり、電力不足の解消に貢献した。

※）１世帯あたり３ 利用として算出。Kw

（ ）③ 景観に配慮した施設整備 １９０頁

各事務所の地域特性を考慮した景観コンセプトに基づく具体的整備方針を検討

し、１１事務所で景観に配慮した施設整備を実施した。

また、昨年度確立した景観検討手順・体制及び平成２３、２４年度に実施した

施設整備事例をとりまとめ、平成２０年度に作成した手引書案に反映した。

【具体例】

ア）武蔵水路（利根導水）では、水路の改築に伴う橋梁の架替にあたって、景観コ

ンセプトに基づく具体的方針の検討に加え、模型を活用した検討を行い、有識者

の指導・助言を得ながら、アーチデザインを適用したスリムでソフトなイメージ

を与えるような施設整備を行った。

イ）琵琶湖開発総合管理所では 「大きな琵琶湖、広い空、周辺の山々・ヨシ原・、

砂浜・樹林・田園・集落・市街地等の周辺地域と調和させる 」という景観コン。

セプトに基づき、琵琶湖周辺景観との調和を図るため、琵琶湖湖岸に生育するヨ

シの植生帯と一体となった護岸構造を採用した。

（ ）④ 建設副産物等の有効利用等 １９４頁

工事の設計段階より建設副産物の発生抑制、減量化、再資源化等のリサイク

ルの検討を行い、アスファルト・コンクリート塊等全８項目において年度計画に

掲げる目標値を達成した（建設発生土については東日本震災関連の応急・復旧工

事を除く 。）
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流木が流入する全ダムや堰において、貯水池内の流木の有効利用に取り組んで

おり、平成２４年度は、処理が必要な流木の流入のあった１８のダムや堰におい

て、合計約４，０９０空㎥ の流木を薪、堆肥、チップ等にして一般配布し、有※

効利用を行った。

利根川河口堰、豊川用水、高山ダムなど３１施設では、刈草の堆肥化等を行っ

て一般配布する取組を実施しており、約２７，８００空㎥の刈草等を有効利用し

た。

※ 空㎥・・・空隙を含んだ容量

（ ）⑤ 環境物品等の調達 ２００頁

「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」に基づき平成２４年度の

「環境物品等の調達の推進を図るための方針」を定め、環境物品としての基準を

満たしたものを調達することとし、年度計画に掲げた目標（１００％）を達成し

た。

（ ）⑥ 環境保全意識の向上 ２０４頁

職員の環境保全意識の向上を図るとともに、地域住民などに機構の環境配慮へ

の取組を知っていただけるよう、本社・支社局及び全事務所で環境学習会を開催

し、機構職員や工事関係者、地域住民など延べ６千名が参加した。

環境に関する専門知識の習得と環境に関する意識を高めるための職員の環境に

関する研修については、延べ４０名が機構内部の環境専門研修を受講したほか、

延べ２００名が環境に関するカリキュラムを設けた内部研修を受講した。

（ ）⑦ 環境マネジメントシステムの運用 ２１０頁

機構では、環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を平成

１６年１２月に本社で取得して以来、１９事業所で取得してきた。
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平成２４年度においては、新たに２０事業所においてISO14001の認証を取得し

た。これにより丹生ダムを除く全事業所（本社、支社局含む）で環境マネジメン

トシステムを運用した。

（ ）⑧ 環境情報の発信 ２１２頁

環境保全の取組を取りまとめた「環境報告書２０１２」を作成し、関係機関に

配布するとともに、ホームページへ掲載するなどの方法により公表した。報告書

では、その内容と信頼性の向上を図るため、報告書に関する学識経験者の意見を

聴取してその作成に反映するとともに、概要版をホームページに掲載した。

なお 「環境報告書２０１２」は、内部監査、外部監査を含め環境マネジメン、

トシステムを有効に活用していること、環境保全を軸にした地域活動への参加・

協力、取組概要を知ってもらうため概要版を作成し、コミュニケーションを図ろ

うとしている努力等が評価され、環境省及び（財）地球・人間環境フォーラムが

主催する第１６回環境コミュニケーション大賞の環境配慮促進法特定事業者賞を

受賞した。

環境に関する技術や取組について積極的な情報発信に努めるため、２１件の論

文等を学会 専門誌等に発表した 平成２３年度：１８件 さらに 機構の 技、 （ ）。 、 「

術研究発表会」において環境に関する１６件の論文を発表した。

(５) 技術力の維持・向上と技術支援

① 新技術への取組

） （ ）１ 技術５ヵ年計画 ２１８頁

平成２０年度に策定した「水資源機構技術５ヵ年計画（Ｈ２０－Ｈ２４ 」に）

基づき、施設の効率的な管理、水質改善、耐震性向上、施設の長寿命化、地球温

暖化対策、コスト縮減などに関する１３のテーマに、平成２４年度は１テーマを

追加し、１４のテーマを重点プロジェクトとしてとりまとめた。 最終年度にお

ける主な成果は次のとおり。

・ダム貯水池土砂管理、管水路の調査診断、ダム耐震性能照査、水質保全対策、

機械設備管理、電気設備管理に関するマニュアル等の技術資料の取りまとめ

・小水力発電所の運用開始１ヶ所・着工１ヶ所、実施設計６ヶ所

・水没式複合型曝気装置（コスト縮減型の貯水池水質改善装置）の技術確立

・ＣＦＲＤ（コンクリート表面遮水壁型ロックフィルダム）の設計仕様の確立

） （ ）２ 技術研究発表会の開催 ２２４頁

第４６回を迎えた技術研究発表会として、ブロック発表会（５ブロック計１０

６論文）と本社発表会（各ブロックから推薦された計３０論文）を関係利水者か

ら５１機関１７６人（東京都、茨城県、愛知県、三重県、香川県、見沼代用水土

地改良区、群馬用水土地改良区、北総東部土地改良区、元荒川土地改良区、海部
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土地改良区、愛知用水土地改良区、電源開発(株)、他３９機関）からの出席も得

て開催した。

） （ ）３ 特許等の取得推進 ２２８頁

、「 、 」平成２４年度は ダムの外部変形評価方法 評価装置および評価プログラム

（ を利用して地震によるダム堤体の変形を短時間で把握する方法 「閉塞検GPS ）、

知機能付き搬送装置 （コンクリート搬送中の管内閉塞位置を早期に特定する方」

法）の計２件について、特許を取得した。

また 「深層曝気装置（緊急排気部 （排気障害を低減させる新たな緊急排気、 ）」

管形状を開発）１件について、民間と共同して取得手続を進め、特許出願を行っ

た。

特許は、特許制度に基づく機能認証、技術公開、知財保護を通じ、蓄積した技

術力を広範に提供するため取得している。

② 蓄積された技術の整備・活用

） （ ）１ 設計指針等の作成 ２３２頁

平成６年に機械設備管理指針を制定し、信頼性工学を取り入れた改訂などによ

、 、 、り ストックマネジメントの実践を図ってきたところであるが 平成２４年度は

、 、更に施設管理の合理化を目指し 全面的な改訂に向け骨子の検討を行うとともに

機械設備保全支援システムの改良仕様について決定した。

「ダム事業における希少猛禽類保全対策指針（オオタカ 」については、平成）

２３年度までに「ダム事業における希少猛禽類保全対策指針（オオタカ （平成1）

5年6月 」を取りまとめた後に得られた新たなオオタカの生態情報等の知見に基）

づく保全対策の考え方について、学識者・専門家からの助言を得ながら素案を作

成するとともに、保全対策として実施してきた思川開発事業における代替巣の設

置、採餌環境保全対策として実施した間伐事例及びモニタリング結果について整

理を行った。

平成２４年度は、改定された環境省の「猛禽類保護の進め方」の内容を含め、

近年得られたオオタカの生態情報や機構以外の保全対策事例を収集・整理し、上

記素案に反映した。

） 、 （ ）２ 既設技術の集約 文書化等 ２３６頁

電気通信設備の保守点検マニュアルについて、実際に機構で運用している設備

、 、 、の写真を使用して 具体的な作業手順や操作方法 着目点や留意点などを詳述し

誰でもすぐに理解できる、分かりやすい操作手順書となるよう改良を行った。

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ管）と硬質ポリ塩化ビニル管（塩ビ管）につ

いて、事故事例を基に劣化・破損のメカニズムを推定し、調査・診断の基本的な

考え方を取りまとめ、第三者委員会での助言を踏まえて「ＦＲＰＭ管・塩ビ管の
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劣化に関する調査・診断マニュアル」として作成した。

③ 技術支援及び技術情報の公開

） （ ）１ 受託における技術等の積極的な活用 ２４０頁

平成２４年度は、国、地方自治体及び民間法人から５２件（約６億７千万円）

の調査、設計、試験等の業務を受託により実施した。

総合技術センターでは平成17年度の発足以来、機構が水資源開発公団の時代から

蓄積してきた技術力を活かし、引き続き積極的に技術支援を行い22件の受託業務

を実施した（平成２３年度２５件 。なお、平成２４年度の受託実績額は約３億）

５千万円（平成２３年度約２億９千万円）であった。

） （ ）２ 発注者業務等への支援 ２４４頁

平成２４年度には、国及び地方自治体が発注するダム本体建設工事の施工にあ

たり 工事の効率的な施工と高い品質確保等を目的とした施工監理等業務３件 約、 （

１億５千７百万円 、ダム本体工事のための積算に関する支援及び施工計画作成）

業務２件（約３千９百万円 、ダムに係る試験湛水計画の検討業務２件（約１千）

６百万円 、ダム設備に係る管理検討業務２件（約１千８百万円）を実施した。）

また、総合技術センターでは、機構のダム・水路等事業における基幹的・専門

的業務を職員自ら実施することで、総合技術センター職員と現場職員との連携・

協働による総合的技術の継承及び維持向上を図った。

） （ ）３ 論文等の発表 ２４６頁

技術力の提供及び積極的な情報発信に努めるため、年度計画に掲げる目標（５

０題以上）を上回る１０７題（うち査読論文28題）の論文等を学会、専門誌等に

発表した。また、発表論文リストを機構ホームページに掲載し、広く技術力の提

供を行った。

【受賞論文】

○「住民参加による周辺整備計画 ・・平成24年度国土技術研究会最優秀賞」

（武蔵水路改築事業における住民参加による周辺整備計画策定の取り組みを報告し

たもので、今後の類似事業において参考となる情報を提供している ）。

○「変状のある水路トンネルの機能診断について ・・農業農村工学会関東支部大会」

優秀賞

（変状が発生した山岳工法による水路トンネルの詳細調査、健全度評価、モニタリ

ングの手法を報告したもので、今後の類似事業において参考となる情報を提供し

ている ）。

○「新たな曝気装置の開発『水没式複合型曝気装置』の実現報告 ・・平成24年度国」

土技術研究会優秀賞

（開発した装置は、日吉ダム、一庫ダム、布目ダムに設置されコスト縮減を図ると
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ともに、貯水池水質改善に寄与している ）。

） （ ）４ 研修等を通じた関係機関への機構技術の公開 ２５２頁

大山ダム、木曽川水系の水路施設において、地方自治体職員等（延べ３５１

人・日）やＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）研修生（延べ１，０５３人･

日）に対して、施設見学、水質保全対策や総合水資源管理等に関する研修等を通

して、機構技術の公開を進めた。

【具体例】

用水路等事業実施地区の現地視察や講演等を通じて、用水路等事業の技術的な

課題取組への理解を深め、相互の情報交換の場とすることを目的として、１０県

から担当者４６名の参加を得て、平成２４年１１月８日～９日の２日間、木曽川

水系において 「水路事業現地研修会」を開催した。、

研修会では、機構から「水路事業の最近の情勢 「木曽川用水事業及び木曽川」、

右岸施設緊急改築事業の概要」及び「三重用水事業の概要」の説明、農業用水ユ

ーザーの岐阜県から「農業用水を活用した小水力発電の取り組みについて 、都」

市用水ユーザーの三重県から「三重県企業庁の社会貢献」についての講演を行っ

た。また、三重用水施設の渓流取水工、調整池の視察ならびに、管理コスト縮減

のための取り組みの視察を通して機構の取組等を紹介するとともに、三重県企業

庁の環境配慮への取り組み事例として、浄水場での小水力発電設備及び太陽光発

電施設等を視察した。

④ 国際協力の推進

） 、 （ ）１ 機構の技術情報 知識等の提供・共有 ２５６頁

アジアにおける総合水資源管理(ＩＷＲＭ)の推進のためＮＡＲＢＯ事務局本部

としての活動、ＪＩＣＡやアジア開発銀行（ＡＤＢ）との技術協力、河川流域に

おける総合水資源管理のためのガイドラインの普及・啓発及び機構職員の人材育

成活動等の国際協力関連業務を着実に実施した。

また、ＮＡＲＢＯ（アジア河川流域機関ネットワーク）事務局として、ホーム

ページの更新、昨年度から開始したフェイスブックによる情報発信、ニュースレ

ターの発行等を行うとともに、国際会議等に参加し幅広く技術情報の提供・共有

を行った。

さらにＪＩＣＡからの一括受託（研修企画から講師手配等の研修運営を一括し

て受託）により、中国、イラン、アジア・アフリカ地域、中東地域の国々を対象

に６件の研修を行うとともに、別途、技術者の能力育成に係る国際協力として２

３件２１７名の海外研修生を受け入れた。

【具体例】

ア） 平成２４年１０月に東京大学で開催された「アジア太平洋水フォーラム・気

候変動への適応に関するワークショップ」において、機構からもＮＡＲＢＯ活動
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やＮＡＲＢＯが作成に貢献した ガイドラインにおける気候変動への適応IWRM

への取扱を紹介し、同ワークショップの成功に貢献した。

イ） 平成２５年２月８日付で経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）よりＮＡＲＢＯ議長

に対し、ＯＥＣＤ水ガバナンスイニシアティブへの協力要請があった。同イニシ

アティブはＯＥＣＤ及びＵＮＥＳＣＯ等が主体となって、世界の水ガバナンスに

関する取り組み（基礎的情報データ収集、人材の育成、法整備や水配分システム

の構築等）を進めるものであり、ＮＡＲＢＯは流域機関及びそのネットワーク部

門においてアジア圏で唯一のメンバーとして指名された。これは、これまでのＮ

ＡＲＢＯの流域管理機関ネットワークとしてのアジア圏での活動及び世界水フォ

、 、ーラム等の国際会議における情報発信が アジア圏のみでなく世界的に評価され

同機構からの要請につながったものと考えられる。ちなみに同部門では、１９９

４年に設立されヨーロッパ、北南米、アフリカを中心に世界５１ヶ国、１３４機

関をメンバーに持つＩＮＢＯ（流域組織国際ネットワーク）等を筆頭に、世界で

９機関しか選ばれていない。

ウ） ２５年３月には、ニューヨークの国際連合本部で開催された「国連水と災害

特別会合」のサイドイベントにおいて、３０の国や機関から約１００名の専門家

が参加する中、 セッションとして水災害と総合水資源管理（ ）にNARBO IWRM

ついて議論する場が設けられ、機構理事長が機構の経験を元に総合水資源管理の

重要性について講演した。サイドイベントでの議論の結果は、皇太子殿下が東日

本大震災や日本での過去の災害の記録等を踏まえた基調講演を行った、翌日の特

別会合に報告されパネルディスカッションでも引用されるなど、特別会合の成功

に貢献するとともに、機構及びＮＡＲＢＯのプレゼンス向上につながった。

エ） ２０１１年秋にタイで発生した洪水被害に対し、タイ国による包括的治水対

策の国際コンペが平成２４年 月より開始され、日本国政府、土木学会等の強い7

サポートのもと、初めてのオールジャパンとしてのコンソーシアムを結成し、コ

ンペに応募することとなった。

機構は、我が国を代表する主要なゼネコン８社、コンサル９社及びタイ国のロ

ーカルゼネコン１社とともに、同コンソーシアム内で唯一の政府系機関として参

画し、そのとりまとめ役としての役割を担った。

技術提案においても、付加価値向上のための組織・人材育成提案や、合併事業の

事業費算定で共同費用負担割合の考え方を導入するなど、メンバー内で唯一の水

インフラ施設の起事業者、事業管理者、施設管理運用者としての機構の特色や知

見を活かした提案を行い今後の水に関する国際競争入札において、民間企業に対

して機構が支援・協働する貴重なケーススタディとすることができた。

） 、 （ ）２ 河川流域機関設立 技術者養成への協力 ２６６頁

ＮＡＲＢＯ主催の研修やツイニングに基づく受け入れによる技術者養成を実施
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するとともにＵＮＥＳＣＯが平成２１年３月の第５回世界水フォーラムにおいて

発表した「河川流域における総合水資源管理のためのガイドライン」について、

平成２４年度もＮＡＲＢＯ活動を通じた研修や国際会議等への情報発信を通じ

て、普及・啓発を進めた。

【具体例】

ア）平成２４年１１月に、ＮＡＲＢＯ主催で「第７回総合水資源管理研修（ＮＡＲ

ＢＯ－ＩＷＲＭ 」をスリランカ国スラヒリヤで開催し、河川流域機関職員や政）

府職員を主とした参加者に、総合水資源管理（ＩＷＲＭ）のノウハウに関する研

修を行った。

イ）平成２４年９月に、ＮＡＲＢＯ活動を通じて締結した水資源機構とベトナム国

農業農村開発省の協力協定に基づき、ベトナム国の負担で派遣された農業農村開

、 、発省及び水管理公営企業の職員１２名の訪日団を受け入れ 利根川水系を対象に

機構施設を上流ダムから下流の用水路、河口堰まで、事業経緯と役割、施工・維

持管理技術を紹介し、維持管理の重要性を主体に同国の技術者養成に貢献した。

アジア地域の技術協力（Regional Technical Assistant）として、平成２２年

１１月からインドネシア国ソロ川、ネパール国バグマティ川及びウズベキスタン

国シルダリア川を対象としたＡＤＢの技術支援プロジェクト「複数の流域におけ

る水の安全保障に関する投資支援」を進めており、各国の関係組織との協議や現

地調査により把握した問題点を踏まえ、各流域での対策プログラム策定の支援と

その実施に必要な能力開発を継続的に行っている。

【具体例】

ア） ネパールでは、対象となるバグマティ川の河川管理の改善を目的に、流域管

理機関の組織化とその人材育成を行うとともに、河川水の不足や地下水の過剰

取水等の課題に対しＩＷＲＭの概念から水供給、下水処理、河川管理が一体と

なった制度整備と、新たな地下水開発を含めた投資計画の可能性を提案した。

イ） インドネシア国ソロ川では、水資源の有効利用及び急速な発展に伴う負の影

響軽減の観点から、広域かんがい水路における水配分管理の能力向上、ダム運

用管理の改善及び上流域での乱開発に起因する洪水対策を主たる課題と位置づ

け、行政機関、水利用団体、森林事業者及び地域住民等を交えたワークショッ

プ並びに現地関係機関と共同で構成したタスクフォースでの議論を踏まえなが

ら、将来の改善プログラムを検討した。

ウ） ウズベキスタン国シルダリア川流域では、政府関係者や受益組織に対し、点

滴かんがい方式の導入拡大に向けた取り組みを実施している。

） （ ）３ 国際業務等に係る人材育成と関係構築 ２７０頁

国際会議等において、機構の技術、経験の発信及び情報収集を図るとともに、
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国際業務に係る人材の育成のため、国際グループ登録者（国際関係業務への従事

を希望する職員）の国際会議等での発表、運営補助等により実務経験の蓄積を図

った。

平成２４年６月には、大会最大規模となる６９ヶ国１，３５０名が参加し、日

本での初開催となった国際大ダム会議（ＩＣＯＬＤ）の第８０回年次例会及び第

２４回大会が京都にて開催され、機構は論文発表のほか、開催国の立場としてセ

クレタリーや課題討論支援分科会長を務め、大会運営に大きく貢献した。さらに

スタディーツアーでは、機構施設として徳山ダムや長良川河口堰の視察を受け入

れた。

また、これまでの国際業務に対する取り組みが評価され、機構職員として初め

て在外大使館に１名を派遣した他、ＪＩＣＡを通じ長期専門家として５カ国に６

名、短期専門家として５カ国に延べ８名の職員、アジア開発銀行及びアジア開発

銀行研究所へそれぞれ１名の職員を派遣し、アジア各国の水資源に関する現状や

課題等を把握するとともに外国政府及び海外機関との連携強化を図った。

さらに、災害時の国際支援方策検討の取組として、国内外での防災に関する国

際会議に積極的に職員を派遣し、機構の防災技術と経験を活かした情報発信や情

報収集を行った。

また、平成２３年秋に発生したタイ洪水時に職員を派遣したように、今後も、

機構の持つ技術と経験を活かし、海外での大規模災害時等における国際支援に取

り組む方針である。

⑤ 気候変動への対応と水資源の有効利用等

） （ ）１ 降水量等の将来予測 ２７４頁

指定７水系において機構が管理する１７のダム・堰に係る流域を対象として、

ダム流入量、ダム下流観測地点の流出量を算出する分布型流出解析モデルを構築

するとともに、構築した分布型モデルを用いた流出予測システムを草木ダムと池

田ダムで作成した。

またダム管理等への影響把握にあたって、複数の機構モデルの収集・整理を行

い、流出予測技術の向上に努めた。

） （ ）２ クリーンエネルギーの活用 ２７６頁

小水力発電については、霞ヶ浦用水小貝川発電所の運用を平成２３年５月から
こ か い が わ

行っており、平成２４年度は、７４９ＭＷｈを発電し、このうち施設管理用に３

４ＭＷｈを使用したことで温室効果ガス１６ｔ－ＣＯ の排出を削減した。さら２

に、余剰電力７１５ＭＷｈについては、電力会社へ売電したことで温室効果ガス

３３２ｔ－ＣＯ の排出の削減に寄与した。２

室生ダム初瀬水路取水塔地点の小水力発電は、詳細設計を実施し、建設に着手
む ろ う は せ

した（平成２５年度完成予定 。）
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また、豊川用水大島ダム及び三重用水中里ダム地点で詳細設計を実施した。

このほか、有望箇所の導入可否検討の見直しに着手するとともに、豊川用水宇連

ダム放流設備で導入に向けた実施設計を行った。

今後の導入計画としては、これまでの検討において、費用対効果が確保できる

可能性のある施設について、次期中期計画期間に設置が行えるよう、より詳細な

検討や関係機関との調整を行っていく予定である。

太陽光発電については、愛知用水東郷調整池に設置している太陽光発電実験設

備を用いて長期運用における耐久性、安定性の確認のための実証実験及び解析を

完了させた。

また、当該太陽光発電設備を有効活用し、温室効果ガス削減対策や緊急時の非

常用電源としての活用を目的として、愛知用水及び木曽川用水において太陽光発

電設備設置に着手した。

風力発電については、小規模発電設備の設置可能性を探るため、管理所におけ

る風力・風向データを収集した。また、最近の風力発電に関する情勢を踏まえ、

過年度に実施した豊川用水 万場調整池 の費用対効果の再検証を実施した 再（ ） 。（

掲）

） （ ）３ ダム群再編等について ２７８頁

既設施設の治水・利水に係る効用をより一層発揮するために、吉野川水系にお

ける早明浦ダムにおいて、国土交通省とともに、早明浦ダムの再編 に関する検※

討を継続し、平成２４年度においては、放流能力の増強に伴う基礎調査として、

貯水池周辺の地すべり分布図の作成や堤体周辺の地質調査を実施した。また、貯

、 、水池容量再編に関し 平成２３年度に立案した流入土砂・堆砂対策手法の中から

大規模な貯水池に対して適用可能性の高い土砂対策の選定及び効果をとりまとめ

た。

※早明浦ダムの再編：既設の早明浦ダムの放流能力を増強することで治水安全度の向上を図るととも

に、未利用水を有効活用することにより現況の利水安全度の向上を図ることを目的としたもの。

） （ ）４ 施設の長寿命化施策等の検討 ２８０頁

既存の利水者に支障を与えることなく、管理ダム及びダム貯水池の点検や維持

管理の実施を可能とし、木津川ダム群としてライフサイクルコストの縮減と確実

。 、な施設機能の維持を図るための長寿命化施策 を検討している 平成２４年度は※

平成２０年度から取り組んできた貯水池における堆砂管理に関連して、木津川上

流ダム群長寿命化運用基本計画（案）及びダム長寿命化に向けた土砂管理ガイド

ライン（原案）を作成した。

※長寿命化施策：堆砂の進行した既設ダムの堆砂除去を容易に行うため、陸上掘削が可能となる

水位 まで水位を低下をさせると、既設ダムでは計画の利水容量が確保できなくなることから、不

足する利 水容量を補うため川上ダムに代替容量を確保し利水補給に支障を来たさないようにする

一連の運用の こと。
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） （ ）５ 関連施設との一体管理について ２８２頁

水資源の利用の合理化、一体的管理によるより効果的な水運用を可能とするた

め、吉野川水系では、国営吉野川下流農地防災事業の完成に合わせて柿原取水口

の取水パターンの前倒し及び期別の取水量の変更を行うこととしており、これに

伴う早明浦ダム、池田ダムの潅漑期の補給方法等の改訂について関係機関と事業

の進捗や管理規程変更に向けた協議を行った。

、 、 （ ）、また 吉野川水系銅山川では下流から順に新宮ダム 柳瀬ダム 国土交通省

富郷ダムが直列に配置されており、新宮ダム下流で地域住民から河川環境の改善

が望まれている現状を踏まえ、国土交通省と共同で、新宮ダムに加えて富郷ダム

の洪水調節容量を利用し、新宮ダム下流の環境用水として放流する弾力的管理試

験を行った。

また、機構施設である滝沢・浦山ダムと、両ダムの近傍に位置する秩父市水道

をモデルケースとした、秩父市の水道施設と機構が管理する施設とを一体的に管

理することの制度面、技術面の可能性及び施設管理の効率化に関する検討結果を

取りまとめた。

） （ ）６ 水系内水質の改善について ２８４頁

印旛沼流域の健全な水環境を考慮した印旛沼の水環境改善策や治水対策を検討

するための「印旛沼流域水循環健全化会議（事務局；千葉県 、栗山川等の水質）」

と環境を保全し、汚染防止を図ると共に清潔な川として維持するための「栗山川

汚染防止対策協議会（事務局：横芝光町 、琵琶湖・淀川水系の水質保全に関す）」

る意見・情報交換会を行う「淀川水質協議会（事務局：大阪広域水道企業団 、）」

筑後川水系における水系全体に共通する水質問題対策の意見交換等を行うための

「筑後川・矢部川・嘉瀬川水質汚濁対策連絡協議会・水質研究ＷＧ（協議会事務

局；国土交通省、ＷＧリーダー；久留米市 」にそれぞれ参画した。）

国土交通省が国土交通大臣プロジェクト「健全な水循環系の再生」の取組の一

環として木曽川水系において実施した水循環シミュレーションモデルの作成にあ

たり、地下水位、沢水量の機構データを提供した。

(６) 関係機関との連携

１）事業実施計画等の策定・変更時の情報提供と関係機関との円滑な調整

（ ）２８８頁

事業実施計画又は施設管理規程の策定・変更にあたっては、利水者及び関係機

関に対して必要な情報の提供を行い、円滑な調整に努めた。

大山ダム建設事業については、平成２４年９月に事業費の変更に関して主務大

臣（国土交通大臣）より事業実施計画の第３回変更の認可を受けた。その際、利
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水者及び関係機関との円滑な調整により、適切に変更の手続を実施した。

筑後川水系においては、大山ダム完成に伴う施設管理規程の作成と福岡導水施

設完了に伴う施設管理規程の変更、併せて関連する施設管理規程（筑後大堰）の

変更及び組織の統合化に伴う筑後下流用水の施設管理規程の変更、淀川水系にお

いては、大阪市が実施する都市計画道路事業により支障となる正連寺川利水施設

のうち工業用水導水施設の導水停止と廃止に伴う正連寺川利水施設及び淀川大堰

の施設管理規程の変更、青蓮寺ダム・比奈知ダムの共同事業者（三重県企業庁）

の発電事業譲渡に伴う施設管理規程の変更に際し、早い段階から利水者や関係機

関に対して情報提供及び事前調整を行った結果、手続は円滑に進捗し、いずれも

平成２５年３月に変更の認可を受けた。

） （ ）２ 建設事業・事業費管理検討会等の開催 ２９４頁

建設中のダム７事業（思川開発事業、武蔵水路改築事業、木曽川水系連絡導水

路事業、川上ダム建設事業、丹生ダム建設事業、大山ダム建設事業、小石原川建

設事業）と用水路等４事業（木曽川右岸緊急改築事業、豊川用水二期事業、両筑

平野用水二期事業、福岡導水事業）において、関係府県、利水者等と事業費管理

検討会の開催又は関係府県、利水者等を対象とした説明会などを開催し、それぞ

れの事業の状況等に応じて、事業費、工期等を適切に管理するための検討や、業

務運営に係る情報の関係者への提供、利水者の要望等の把握を行った。

） （ ）３ 管理業務・利水者等説明会の開催 ２９８頁

管理業務に係る平成２４年度事業計画、管理費負担金及び平成２５年度概算要

求案の説明を中心として、各利水者に対する説明会を延べ１９５回開催した。

また、愛知用水等１７施設において管理運営協議会等を開催し、利水者からの

意見･要望等の把握に努めた。

） （ ）４ 水資源利用の合理化における関係機関調整 ３０２頁

、 、 。平成２４年度は 用途間転用等 水資源の合理化を図るための案件はなかった

(７) 水源地域等との連携

） （ ）１ 上下流交流と施設周辺地域交流 ３０６頁

水源地域と下流受益地の相互理解促進のための上下流の交流活動として、上下

流住民の交流やその行事、下流域利水者の水源地視察など、５０事務所で参加ま

たは実施に協力した。

、 、また 施設周辺地域の住民等を対象に施設の役割等について理解を深めるため

年度計画に規定したとおり調査・建設・管理に係る全ての事務所において、施設

周辺地域との交流に取り組み、平成２４年度は地域行事への参加（協力 、清掃）

活動、施設見学会等を始めとする８活動、５０事務所での取組を行った。なお、
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取り組みに当っては、当該現場事務所の職員だけではなく、本社・支社局の職員

も積極的に参加し上下流住民や施設周辺地域住民との交流を図るように努めた。

【具体例】

・下流受益地の方々が水源地を訪れ水源地域の方々と交流

利根川上流の群馬県の小学生と下流の埼玉県の小学生が、下久保ダムと利根川導

水施設の働きを学ぶこと等により上下流交流を行った （下久保ダム、利根川導。

水総合管理所）

・受益地で行われる行事等に水源地が参加

水に関する感謝の気持ちの育成と地域活性化を目的に開催された「湖水まつり」

において、受益地である四国中央市等との共同で、ダムの役割等のパネル展示や

マスコットを使った子供向けの広報活動を行った （富郷ダム、新宮ダム）。

） （ ）２ 貯水池保全のための森林保全 ３１６頁

平成２４年度は、浦山ダムにおいて、ダム湖周辺及びその上流域での土砂発生

源を特定するため、ダム建設前と最新の航空写真を判読することで、林相の変化

及び崩壊・荒廃状況変遷を比較し、植生や地形状況毎に面積等を算出した流域状

況図を作成した。更に、関係機関へ、森林の保全状況や補助制度及び支援制度に

ついて、聞き取りを行い、土砂発生源についての検討を実施した。

） （ ）３ 湖面・湖岸の利活用 ３１８頁

水源地域の活性化のために定めている水源地域ビジョン※計画に沿った湖面や

湖岸利用を図った。

【具体例】

・日吉ダムでは、日吉ダムマラソン実行委員会の主催によりマラソン大会が開催

され、県内外から約２，７００名のランナーが参加した。平成２３年は、東日本

大震災の影響で中止になったが、今大会では、震災の復興応援大会として、地元

南丹市が支援を続けている福島県浪江町より５名のランナーが招待された。機構

は施設を開放するとともに、会場設営の手伝いや選手としても参加し、地域の方

々との交流が図られた

※水源地域ビジョン：ダム水源地域の自治体、住民等がダム管理者と共同で、下

流の自治体、住民や関係行政機関に協力を求めながら策定する水源地域活性化の

、 、ための行動計画であり ダムを活かした水源地域の自立・持続的な活性化を図り

流域内の連携と交流によるバランスのとれた流域圏の発展を図ることを目的とし

ている。

(８) 広報・広聴活動の充実

（ ）① 機構が提供する情報の充実 ３２６頁

渇水情報、水事情や機構の管理業務等について、各種メディアを通じて積極的に



( 35 )

情報発信し、利水者や国民に的確な情報を提供した。

平成２３年度と比較して１２%増の２６７件の記者発表を行った。

渇水時の報道対応として、木曽川水系、豊川水系、吉野川水系、利根川水系の渇

水について本社ホームページ等に渇水情報を掲載した他、報道機関にダムに関す

る情報提供を行うため、事務所ホームページに日ごとのダムの貯水状況がわかる

、 。写真を掲載するなどの工夫や積極的な取材協力に努め 多くの報道につながった

台風等による防災操作について、施設毎の操作状況をホームページに掲載する

とともに、その効果についてプレスリリースを行った。

【具体例】

・矢木沢ダムや岩屋ダムなどでは、渇水時に日々最新の貯水池の状況を示す写真

をＨＰに掲載し、報道機関等に自由な使用を許諾した結果、多くの報道機関に使

用され、日々変化する渇水状況の正確な報道に貢献した。

・中部支社では、問合せを契機とした気象キャスターをテレビ局に訪問しての説

明会など積極的な働きかけを行い、広報誌への寄稿を受けるなど、継続した交流

につながった。

・本社では、本社のＨＰにダムカードのバナーを設け、機構の全ダムのダムカー

ドに記載された情報やダムカードの入手方法等についての情報を一覧できるよう

にして、ダム愛好家（ダムマニア）やダム訪問者への利便を図った。

・本社では、本社ＨＰに、全事務所の記者発表資料を掲載したメニューを設け、

各現場の記者発表資料を一括して閲覧できるようにして情報アクセスの利便性の

向上を図った。

（ ）② 緊急時における迅速かつ的確な広報の実施 ３３８頁

30ダム等においてダム諸量情報をホームページに掲載しており、風水害時にダ

ム放流量やダム状況図を提供することで、下流利水者等における上流状況の把握

に寄与した。

また、平成２４年５月に発生した利根川水系でのホルムアルデヒドによる水質事

故については、発生が明らかになった時点から機構の対応状況をホームページに

掲載し（第６報まで 、ツイッターも使用しながら、時々刻々変化する状況と対）

応について迅速・的確に情報発信を行った。

【具体例】

・滝沢ダムでは、報道関係者を対象に、防災操作の手順を紹介する現地説明会を

開催し、下流被害軽減のための操作についての理解を深める機会を提供した。

・新たな取組として、本支社局を含め全事業所のホームページのトップページに

「緊急のお知らせ」欄を設置し、防災や事故等緊急時や渇水等の情報等を即時に

掲示して、情報配信の迅速化を図った。

、 （ ）③ 水の週間等 各種行事への取組 ３４２頁

関係機関との共同開催等により 「水の日」及び「水の週間」における「水の、
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展示会や「水を考えるつどい」を開催するとともに 「水とのふれあいフォトコ、

ンテスト」の実施 「全日本中学生水の作文コンクール」の後援を行った。、

各事業所では、エンドユーザーを対象とした施設見学会、出前講座、上下流交

流会などを関係機関とも連携して行い、地域交流や水資源の有限性、水の貴重さ

等について国民の関心を高め、理解が深まるように努めた。

【具体例】

・機構の各ダムでは、ダムマニアとの共催により、広く一般の方にダムの魅力を

紹介するダム写真展『日本一周ダムファン写真展』をリレー方式で開催し、開催

日程等を本社のＨＰにバナーを設けて紹介した。

・理工系の大学生を対象に利根大堰・武蔵水路や下久保ダムを巡る施設見学会を

実施し、大学での日頃の講義や研究の内容がどう実践に結びついているのかを実

地で体感し、学生により広く機構業務に関心を持ってもらう機会を提供した。

（ ）(９) 内部統制の強化と説明責任の向上 ３４６頁

内部統制の強化と説明責任の向上を図るため、以下の①から⑥の取組を実施し

た。また、理事長が各支社局に出向き、支社局幹部及び現場所長に対して機構の

経営理念や経営方針等を直接説明してその周知徹底を図るとともに、現場におけ

る課題等について意見交換を行った。

なお、平成２３年度において監事監査により、４用水において水利使用規則の

内容と一部異なる取水等が確認され指摘を受けて対応した措置に従って、河川管

、 （ ）理者と取水実態に即した変更協議を行う等の対応を行い 利根導水 見沼代用水

について協議を完了した。

① コンプライアンス等の強化

） 、 （ ）１ 倫理行動指針の浸透 定着に向けた取組 ３４８頁

以下の取組により、倫理行動指針の職員への浸透、定着を図った。

・コンプライアンスに関する講習会

機構業務に関するコンプライアンスについての講習会を全事務所において実施

することにより、コンプライアンスの重要性等について徹底を図った。

・メルマガ１分豆知識

平成２４年度より新たな試みとして、毎週水曜日の昼休みにコンプライアンス

等に関する質問を全職員に配信するメールマガジン「メルマガ１分豆知識 （○」

×方式の質問で○か×をクリックすると直ぐに正解と簡単な解説文を確認できる

メルマガ）を週１度のペースで全職員に配信することにより、コンプライアンス

等に関する基礎知識の習得を図った。

・法務ゼミ

コンプライアンス専門窓口である指定弁護士による本社職員を対象とする「法

務ゼミ （毎月１回開催）について、平成２４年度から支社局にもＷＥＢ会議形」
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式で配信することとして、全社的な取組に発展させた。

） （ ）２ 倫理委員会による審議 ３５０頁

倫理委員会において、コンプライアンスの推進状況、一者応札の状況及び防災

（ 、 ） 。・危機管理への取組等に関して審議を２回実施 ６月４日 １１月１４日 した

３） コンプライアンス推進責任者の選任、コンプライアンス推進月間の実施

（ ）３５２頁

職員等からの相談に対してコンプライアンス推進責任者が適切に対応する体制

を維持している。

また、平成２３年度に定めた「コンプライアンス推進月間 （１１月）を平成２」

４年度も実施し、本社では顧問弁護士を講師として法務講習会を開催したほか、

全社的な取組として、全職員を対象としたコンプライアンスアンケートを実施し

た。平成２４年度は、質問事項の見直しを行い、倫理行動指針やコンプライアン

スについての理解度を自らチェックできる機会となるよう工夫した。

） （ ）４ 推進体制の強化 ３５４頁

コンプライアンス専門窓口である指定弁護士の窓口について、平成２４年度に

１箇所から３箇所に増やすことにより、通報者の利便性を強化した。

また、増設した窓口の連絡先について、外部の方々にもわかるよう、機構ホー

ムページに追記するとともに、職員に対しては、ポスターやポケット倫理行動指

針に追記するなど、身近なツールを活用した周知を図った。

） （ ）５ 推進状況の評価 ３５６頁

平成２３年度におけるコンプライアンスの推進状況等について取りまとめ、倫

理委員会での審議、監事の監査を経て、主務省の独立行政法人評価委員会へ平成

２４年７月に報告しており、その結果中期目標の達成に向けて順調な実施状況に

あると認められることから「Ａ」という評価を受けた。

（ ）② 監事機能の強化 ３５８頁

平成２０年度に、監事が監査室以外の職員に速やかに監査業務を臨時に補助させ

ることができるよう、監事監査要綱を改正した。これに基づき、平成２４年度は、

１事務所の監査において文書管理に精通した１名の職員が監事補助者に指名され、

補助者の専門知識を活用した監査が実施された。

③ 入札契約制度の競争性・透明性の確保

） （ ）１ 入札契約制度における競争性・透明性の強化 ３６０頁

「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて （平成２１年１１月１７日」

閣議決定）に基づき、平成２２年６月に「随意契約等見直し計画」を新たに策定
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し、四半期毎に契約監視委員会（平成２１年１２月に設置）において、１者応札

による契約及び随意契約について、入札参加条件及び随意契約における業者選定

等の妥当性の審議並びに改善策の補強等、１者応札及び随意契約の点検・見直し

を行った。その結果、平成２０年度に７０．０％、平成２１年度に４９．２％で

、 ． 、 、あった１者応札率は 平成２２年度には１９ ２％となったが 平成２３年度は

東日本大震災の影響から、被災地における工事の集中による技術者不足により、

通常は多くの参入者が期待できる土木工事においても１者応札が生じ、２０．４

％と若干増加した。２４年度は、１９．１％となり実質的な競争性が確保されて

きていることがわかった。

このほか、建設工事及び建設コンサルタント業務の入札については、引き続き

請負者に対し、下請負予定表の提出を義務づけるなど下請負に対する適正な事務

を行うための措置を講じた。

また、入札契約の手続について、監事による監査によりチェックを受けるとと

もに、外部有識者から構成される入札等監視委員会による審査を受け、適正との

評価を得た。

） （ ）２ ホームページ等での公表 ３６６頁

入札契約の結果及び随意契約等見直し計画に基づく見直し状況等について、引

き続きホームページ等を通じて公表した。

（ ）④ 談合防止対策の推進 ３６８頁

不正行為に関わった業者に対するペナルティ強化を継続した。また、新規採用

職員や退職予定者に対する談合防止等についての説明会を実施した。さらに、広

、 。く職員が参加できる研修において 独占禁止法に係る基礎知識の習得を促進した

（ ）⑤ 関連法人への再就職及び契約等の状況の公表 ３７０頁

関連法人との間の補助・取引等の状況、機構から関連法人への再就職状況につ

いてホームページで公表した。また、関連法人以外の法人への再就職、取引等に

ついてもホームページで公表した。

⑥ 財務内容の公開

） （ ）１ 国民への財務内容の公開 ３７２頁

平成２３年度の財務諸表については、国土交通大臣の承認を受け、機構ホーム

ページに掲載するとともに、セグメント情報を含む関連資料を本社、支社局及び

全事務所において閲覧に供した。

） （ ）２ 機関投資家への財務内容の公開 ３７６頁

機構の業務概要及び平成２３年度決算の内容等に関して、平成２４年１０月５

日に機関投資家、アナリスト等を対象とした決算等説明会を開催したほか、債券
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発行に係る情報等を適宜ホームページに掲載し、業務運営の透明性を確保した。

２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

（ ）(１) 機動的な組織運営 ３８２頁

本社とは独立した業務執行体制としている総合技術センターについては、総合

技術センター職員の集約化によるグループ間の連携強化、業務の効率化及び本社

等経費の削減を図るため、本社との密な連携を特に要する国際グループを除く全

グループを浦和の試験所に統合移転した。

また、機械設備の点検や堆砂測量など各事務所で類似する業務の管内一括発注

を推進したほか、防災態勢時の管内事務所間の協力体制を整える等、機動的な組

織運営を図った。

さらに、人材育成プログラムに基づく各種研修等の実施により、職員の資質を

高める取組を推進した。

① 機動的な組織運営

） （ ）１ 国民からの意見募集 ３８４頁

平成２３年度業務実績報告書に機構の業務、マネジメントについて記載してお

り、これに対する意見募集が主務省のホームページ上で行われたが、意見は寄せ

られなかった。

） 、 （ ）２ 国民及び利水者の要望 意見の把握 ３８６頁

機構の業務運営に対し、各種機会及び利水者アンケートの実施を通じ利水者の

要望、意見を把握した。また、利水者からの意見等に対するフォローアップも実

施し、利水者サービスの向上に努めた。特に不満等の意見をいただいた利水者と

は個別に協議を行い、改善に努めた。なお、アンケートの実施にあたっては、調

査票様式の一部見直しを行うとともに今後実施するアンケートの調査項目・内容

についても意見を求める様式とした。

） （ ）３ 本社・支社局における利水者対応の充実 ３８８頁

本社及び支社局の利水者窓口（利水者サービス課等）において、各種説明会等

を行い、利水者からの要望・意見の把握に努めた。

また平成２４年度は、本社及び各支社局単位で、全利水者を対象とした積立金

の説明会を平成２４年６月に開催し、積立金の活用の基本的考え方を説明すると

ともに、意見交換を行った。

さらに、平成２５年３月には、利水者からの要望を踏まえ、第３期中期計画に

係る認可申請案について、全利水者を対象に情報提供を行った。

） （ ）４ 効率的な業務遂行のための組織整備 ３９０頁
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繁忙期、緊急時に機動的な業務遂行が可能となるよう、総合技術センターを中

心に適切な人員配置を行った。

また、総合技術センターと現場が一体となり、発注業務の管内一括発注、防災

態勢時の協力体制、管内研修の実施などにより業務量の変化、各種の課題への対

応を図った。

） （ ）５ プロジェクトチーム等の活用 ３９２頁

「国土交通省基本方針に基づく理事長プロジェクト」として、国土交通省をは

じめとする関係機関と連携し 「持続可能で活力ある国土・地域づくり」に積極的、

に取り組んでいくこととし、８のプロジェクトを立ち上げ、取り組んだ。

「水資源機構技術５ヵ年計画（Ｈ２０－Ｈ２４ 」に基づき、特に重点的に実施）

する１４のテーマについて発足したプロジェクトチームを活用し、重点プロジェ

クトとして引き続き取り組んだ。

大山ダム建設事業を事業工期内に完成し、速やかな管理移行を行うことを目的

として、筑後川局と大山ダム建設所の関係課で構成する「大山ダム管理移行プロ

ジェクトチーム」を引き続き活用し、工事・用地・撤去物等に関して解決すべき

課題の整理と工程監理を行うとともに、各課が連携して、施設管理規程（案）の

作成、関係法協議等の進捗を図った。その結果 「大山ダム施設管理規程」につい、

ては平成２５年３月２２日に認可され、平成２５年４月から管理に移行した。

（ ）② 人事制度の運用 ３９６頁

平成２３年度の人事評価結果について、平成２４年７月からの月例給与及び業

績手当を評価によって増減するとともに、平成２４年７月に評価結果を考慮して

昇格・降格を行うなど、職員のインセンティブを確保した。人員配置にあたって

は、評価結果、職務経験等を考慮して、本社、支社局及び各事務所間の配置替え

を行った。

③ 職員の資質向上

） （ ）１ 人材育成プログラムに基づく研修内容の充実 ３９８頁

人材育成プログラムに基づき研修計画を作成し、内部研修を実施した。また、

外部機関（国土交通省、環境省等）が実施する研修についても積極的に職員を参

加させ（３８コース、延べ６８名 、内部研修では修得できない分野の高度な専門）

知識の修得を図り、職員の資質の向上に努めるとともに、民間が主催する研修を

受講し（１５コース、延べ１５名）民間の研修生との意見、情報交換を行うこと

により、民間的経営感覚、広い視野の修得を行った。

） （ ）２ 自己研鑽しやすい環境の整備 ４０２頁

資格取得の取組として、資格取得に関する情報提供や人材育成プログラムに基
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づく取組などにより、公的資格の取得を促進し、職員の資質向上を図った。

関連技術の習得に向けた取組として、水道事業体へ昨年に引き続き３名の職員

を派遣したほか、水道施設管理技士の資格取得など、水道技術の修得・向上を図

った。

） （ ）３ 計画的な人材育成 ４０４頁

技術力の更なる向上のための人員配置については、総合技術センターと現場が

一体となって業務を実施することにより、その業務に携わる職員の資質の向上を

図った。

また、事務系及び技術系職員ともに入社１０年間で、各部門（事務系：総務、

財務、用地、技術系：ダム、水路、設備等）又は幅広い職種（調査設計、環境、

工務、工事等）を経験させ、その後、自ら向上していく能力を身につけさせるた

め、複数の専門分野を経験させるなどの人員配置を行い、計画的な人材育成を行

った。

（ ）(２) 効率的な業務運営 ４０６頁

情報化、電子化による業務改善を図るとともに、職員一人一人が日頃の業務を

見直すことにより、機構業務をスリム化するための取組として「業務改善チャレ

ンジ運動」を実施した。

その一環として役員による優秀な事例の選定と表彰を行う「業務改善コンテス

ト」を開催し、優秀事例の表彰・普及を図った。

、 「 」また 改善事例の共有と職員の業務改善意識向上のための 業務改善ニュース

（月刊）及び「メルマガちょこっとカイゼン （週刊）を発行した。」

【具体例】

・パソコンとインターネットを活用したｗｅｂ会議システムを導入して移動時間

と出張旅費を削減

・辞令書を廃止して作成と交付に係る作業と経費を削減

・震度４の地震発生後の水路施設点検について休日・夜間の点検業務を平日・昼

間に実施可能とする

（ ）① 情報化・電子化による業務改善 ４０８頁

、 、システムの円滑な運用と業務の更なる効率化を図るために 人事総合システム

経理システムの的確な運用、情報提供システムのデータベース検索等の開発を行

った。また、契約金額５００万円以上の工事及び設計業務等を対象とした電子納

品を９８４件で実施した。

（ ）② 組織間の役割分担の見直しと業務の一元化 ４１０頁

平成２４年度においては、
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・本社及び支社局の管理職ポスト及び定員の対前年度比約１割削減

・中部支社の管理部及び建設部を廃止し、事業部を設置して第一事業企画課及び

第二事業企画課を廃止し、事業企画課を設置して間接部門の効率化を推進し、本

社・支社局のスリム化を行った。

また、事業の管理への移行等を踏まえ、

・武蔵水路改築事業、豊川用水二期事業及び大山ダム建設事業の進捗に応じ、組

織の新設・振替や適切な人員配置を実施した。

以上により、機構全体の平成２４年度末定員を対前年度比５７名減とした。

（ ）③ 外部委託の活用 ４１２頁

平成２３年度に引き続き、単純、定型的な業務について外部委託するとともに、

一層の機械化・電子化を推進した。

また 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針 （平成２２年１２月７日、 」

閣議決定）に基づき、民間委託の拡大を検討し、平成２３年１２月に「維持管理業

務等民間委託拡大計画」を策定し、平成２４年度はモデル地区３管理所（愛知用水

総合管理所、池田総合管理所、旧吉野川河口堰管理所）において試行を行った。民

間委託以外の形で他の主体に任せる業務についても、広報資料館の管理運営、管理

用道路維持管理、除草作業の一部について、移管するための条件など相手方との協

議を行い、０．３kmの管理用道路の維持管理を移管するとともに６００m2の除草作

業削減を行った。

（ ）④ 継続雇用制度の活用 ４１４頁

平成２３年度に引き続き、豊富な経験と知見を持つ人材の活用により、平成２４

年度においては、継続雇用従事者を新たに２３名を採用し、継続雇用従事者８０名

の雇用の確保により、機構の業務運営の効率化を図った。

（ ）(３) 事務的経費の節減 ４１６頁

事務的経費の節減は、各事務所の自主的取組であるアクションプログラムの実施

による物件費等の節減、また、環境マネジメントシステム（ISO規格）の運用によ

、 ． （ ． ） 、り 平成１９年度事務的経費と比較して１８ ３％ 総額で約８ ９億円 節減し

年度計画に掲げる目標（１８％）を達成した。

（ ）(４) 総人件費改革に伴う人件費の削減 ４１８頁

平成２３年度の給与水準の公表における主務大臣の検証結果を踏まえ、平成２４

年度において、以下に掲げる給与抑制の措置を講じた。

【役員】

①本給６．５％カット

②地域手当の支給割合２０％カット

③地域手当の異動保障の凍結
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【職員】

①本給５％カット

②地域手当の支給割合２０％カット

③地域手当の異動保障の凍結

④地域勤務型職員の本給減額

⑤昇給の停止

⑥現給保障の廃止

「国家公務員の給与改定及び臨時特例に関する法律（平成２４年法律第２号 」に）

基づく国家公務員の給与見直しに関連して、以下の措置を実施した。

【役員】

①平成２４年４月から国家公務員に準じた率（本給月額の削減率９．７７％）で支

給額からの減額を実施した（平成２６年３月まで 。）

②国家公務員の給与見直しに準拠して、平成２４年３月に本給月額を０．５％引き

下げた（平成２３年４月から平成２４年２月分については平成２４年７月期業績手

当で調整 。）

【職員】

①平成２４年７月から等級に応じて、国家公務員に準じた率（本給月額の４．７７

％～９．７７％）で支給額からの減額を実施した（平成２６年３月まで 。なお、）

平成２４年４月から平成２４年６月分については、平成２４年７月期業績手当で調

整。

②給与改定については、国家公務員に準拠して平成２４年１２月から実施した（平

成２３年４月から平成２４年３月分相当については平成２４年７月期業績手当、平

成２４年４月から平成２４年１１月分相当については平成２４年１２月期業績手当

で調整 。）

これらの取組によって、人件費を平成１７年度と比較して２３．７％削減した。

また、平成２４年度における対国家公務員指数は１０９．４（年齢勘案）となり、こ

の給与水準の検証結果及び適正化への取組状況についてホームページ等にて公表し

た。

（ ）(５) コスト構造改善の推進 ４２４頁

「 」 、平成２０年度に策定した 水資源機構コスト構造改善プログラム の推進により

平成２４年度における総合コスト改善率は１５．２％（物価変動を考慮しない値）

となり、年度計画に掲げる目標（１５％）を達成した。

また、事業実施主体となる関係機関と調整を図りながら「行政効率化関係省庁連

絡会議公共事業コスト構造改善推進ワーキンググループ」で計測される物価変動を

考慮した総合コスト改善率を算出し、その結果を公表することとしており、平成２
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４年度実績について、国に準じて平成２５年２月 日にホームページ等にて実績値4

と代表的な事例の解説資料を公表した。

（ ）(６) 事業費の縮減 ４２８頁

平成１９年度予算と比較して２８％減となり、年度計画に掲げる目標２８ 減）%

を達成した。

また、新築・改築事業においては事務的経費の節減、総合的なコストの縮減等を

行うなどの円滑な業務執行を図った。

(７) 適切な資産管理

（ ）① 事業資産の管理 ４３２頁

固定資産管理システムの円滑な運用を図るために、担当者会議において各事務所

の担当者への周知を図るなど、事務合理化の観点から引き続き適正な資産管理に引

き続き取り組んでいる。

② 保有資産の見直し

） （ ）１ 本社宿舎の見直し ４３４頁

本年度は本社の４宿舎の処分に向けて所管財務事務所と協議を行った。高円寺宿

舎及び常盤平宿舎については現物納付の協議が概ね整ったところであるが、高島平

宿舎については存置されている建物基礎杭の取扱いを巡って協議が継続となり、寺

尾台宿舎については存置されている建物基礎杭の取扱いを巡って現物納付の協議が

整わなかったことから、売却による処分（譲渡収入を国庫納付）に変更した。

このため、これら４宿舎については処分には至らず、平成２５年度中に処分する

こととなった。

宿舎の集約を図るため、平成２４年９月に本社近傍地（さいたま市見沼区）に新

宿舎を完成させ、遠距離となっている宿舎（百合ヶ丘宿舎・川崎市）の処分に向け

て入居者の退去を平成２５年３月末にほぼ完了させた。

） （ ）２ 本社以外の宿舎見直し ４３６頁

計画していた１７宿舎について、楽園宿舎（名古屋市）の一部については、名古

屋市の公園用地として平成２５年３月に売却処分した。楽園宿舎の残りを含む１７

宿舎のうち、１宿舎については随意契約による処分の協議を行ったが、協議が整わ

ず処分には至らなかった。残りの１６宿舎については、売却処分に必要な不動産鑑

定評価、用地境界確定作業及び分筆登記等の手続きを実施したところであるが、用

地境界確定作業等に時間を要し、入札公告を平成２５年２月～３月に実施すること

となった。入札を実施することができた７宿舎のうち、佐渡宿舎（名古屋市 、鏡）

ヶ池宿舎（名古屋市）及び瑞穂寮（名古屋市）の３宿舎については売買契約を締結

することができたものの処分には至らず、その他の４宿舎については入札不調とな
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り、うち２宿舎については速やかに再公告を行ったものの、入札手続き及び売買契

約の締結は平成２５年度となった。残り９宿舎については年度内に入札手続きを終

えることができなかった。

このため、これら１７宿舎については処分には至らず、平成２５年度中に処分す

ることとなった。

なお、低利用宿舎については、今後処分が可能となるよう効率的かつ適正な入居

先の調整を行ったところである。

） （ ）３ 会議所の見直し ４３８頁

平成２２年度までに会議所等の処分等を完了した。

（ ）、 （ ）３ 予算 人件費の見積りを含む 収支計画及び資金計画 ４４０頁

年度計画における予算（収入予算：約１，８５３億円、支出予算：約１，７７２

億円）に基づいて、適正に業務運営を行った。

※ 収入と支出の予算額の開差は、割賦負担金収入の繰上げ償還額等によるもので

ある。

（ ）４ 短期借入金の限度額 ４５０頁

平成２４年度は、短期借入は行わなかった。

（ ）５ 重要な財産の処分等に関する計画 ４５２頁

戸倉ダム建設事業において取得した事業用地については、引き続き適切な用地保

全を行った。

本年度は、２．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置

（７）適切な資産管理②保有資産の見直しにおいて処分することとしている取得価

格３０百万円以上の重要な財産として、別表７に掲げられている本社の４宿舎につ

いて所管財務事務所と協議を行った。高円寺宿舎及び常盤平宿舎については現物納

付の協議が概ね整ったところであるが、高島平宿舎については存置されている建物

基礎杭の取扱いを巡って協議が継続となり、寺尾台宿舎については存置されている

建物基礎杭の取扱いを巡って現物納付の協議が整わなかったことから、売却による

処分（譲渡収入を国庫納付）に変更した。このため、これら４宿舎については処分

には至らず、平成２５年度中に処分することとした。

別表７に掲げている本社以外の宿舎である楽園宿舎（名古屋市）の一部について

は、名古屋市の公園用地として平成２５年３月に売却処分を実施した。楽園宿舎の

残りを含む４宿舎、川戸宿舎（千葉市 、千町宿舎（滋賀県大津市）及び亀岡宿舎）

（京都府亀岡市）については、売却処分に必要な不動産鑑定評価、用地境界確定作

業及び分筆登記等の手続きを実施したところであるが、用地境界確定作業等に時間

を要し、入札公告を平成２５年２月～３月に実施したが、川戸宿舎・千町宿舎及び
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亀岡宿舎の３宿舎については年度内に入札手続きを終えることができなかった。

楽園宿舎の残りについては、速やかに再公告を行ったものの、入札手続き及び売

買契約の締結は平成２５年度となった。

（ ）６ 剰余金の使途 ４５４頁

剰余金の使途については、独立行政法人水資源機構法第31条の積立金の処分によ

り利水者等へのサービスの向上や機構の経営基盤の強化に資する業務の財源に充当

することを予定している。平成２４年度の機構の当期総利益約３８億円は、独立行

政法人通則法第４４条第１項の規定により、これを積立金として整理する。

７ その他業務運営に関する重要事項

（ ）(１) 施設・設備に関する計画 ４５６頁

平成２４年度においては、宿舎の集約化を図るため、本社近傍地に新宿舎の建設

を行った。

(２) 人事に関する計画

） （ ）１ 要員配置の見直し ４５８頁

平成２４年度においても、要員配置計画を作成し、計画的要員配置の見直しを

行った。

平成２０年度より対象範囲を拡大した地域勤務型制度について、引き続き定着

を図ることにより、地域に密着した人材の育成等の推進を図った。

） （ ）２ 人員の適正な配置 ４６０頁

、 、最盛期にある豊川用水二期事業 武蔵水路改築事業等に重点的な人員配置を行い

事業の計画的な進捗を図った。

事務系及び技術系職員が一体となって業務推進を図る体制を執り、多角的な対応

を進めていくために、総務部、経営企画部、環境室、技術管理室、中部支社、筑後

川局、千葉用水総合管理所、豊川用水総合事業部、長良川河口堰管理所、川上ダム

建設所、池田総合管理所、朝倉総合事業所等において、広報、予算、環境等の各部

門で事務系職員と技術系職員の交流配置を行った。

（ ）(３) 積立金の使途 ４６２頁

独立行政法人水資源機構法第３１条に係る積立金の処分（約３４１億円）につい

ては、平成２０年６月３０日付けで国土交通大臣の承認を受け、第２期中期目標期

間において国及び利水者負担の軽減に資する取組に充当することとして活用してい

る。また、更なる積立金の活用による国及び利水者の今後の負担軽減を図る観点か

ら、後年度における経常的な管理経費の縮減や施設の老朽化により増加傾向にある

維持管理費の負担を抑制するため、現行中期計画で承認を受けている積立金（約３

４１億円）に平成２３年３月に約８９億円、平成２４年３月に約７９億円をそれぞ



( 47 )

れ追加承認を受け、活用することとした。

平成２４年度においては、上記積立金のうち約 億 千万円（税込）について90 2

以下のとおり活用した。

① 退職給付引当金負担軽減積立金 ： －百万円

② 管理業務費負担軽減積立金 ： 約５０５百万円

③ 管理特定業務費積立金 ： 約１，３７０百万円

④ 施設整備積立金 ： 約５１２百万円

⑤ 事業調整積立金 ： －百万円

⑥ 経営基盤強化積立金 ： 約１，３１２百万円

⑦ 維持管理費等負担軽減積立金 ： 約３，７５１百万円

⑧ 管理業務人件費負担軽減積立金 ： 約１，５６６百万円

(４) その他当該中期目標を達成するために必要な事項

① 利水者負担金に関する事項

） （ ）１ 前払い方式の活用 ４６６頁

武蔵水路改築事業及び木曽川水系連絡導水路事業に係る水道等負担金について

は、利水者と支払に係る手続を行い、負担金の納付を受けた。

また、両筑平野用水二期事業に係る福岡県のかんがい排水負担金については、事

業着工から平成２４年度までの実施額のうちの一部を一時支払いすること及び平成

２５年度から事業完了年度まで負担額の一部を当該年度支払いすることについて、

県と調整を行い、一時支払いの申出の了承及び当該年度支払いの協定を締結した。

） （ ）２ 支払方法の検討 ４６８頁

平成２３年度においては、都市用水の負担金の支払方法について、元利均等半年

賦支払のみであったところ、利水者の要望を踏まえ、機構が返済する毎期の元利償

還額と同額を、利水者の毎期の元利支払額とする方法を導入した。この方法は、将

来の金利変動にかかわらず、機構に損益を発生しないことが特徴である。

平成２４年度においては、上記に加え、利水者の要望をさらに把握し、その実現

の可能性について検討を行っている。

） （ ）３ 繰上償還の受入 ４７０頁

利水者の割賦負担金の利子負担の軽減を図るため、償還利子率が５％以上の割賦

負担金について、平成１９年度末の割賦元金の残高約３，０００億円に対して、第

２期中期目標期間の繰上償還受入枠をその２分の１の約１，５００億円とし、平成

２０年度から年間の受入枠を３００億円に拡大している。

平成２４年度は利水者の要望及び機構の財務運営を勘案のうえ、約３００億円の

繰上償還を受け入れた。



( 48 )

（ ）② 中期目標期間を超える債務負担 ４７２頁

事業の進捗状況から次期中期目標期間にわたって契約を行う武蔵水路に係る工事

等、施設管理に係る設備更新等の債務負担を、年度計画に計上された債務負担行為

限度額（４２，０５０百万円）の範囲内（約２４，７６０百万円）で行った。


